
- 1 -

主 文

１ 本件訴えのうち，以下の部分をいずれも却下する。

(1) 被告東京都水道局長に対し，八ッ場ダムに関し，特定多目的ダム法７

条に基づく建設費負担金，水源地域対策特別措置法１２条１項１号に基

づく水源地域整備事業の経費負担金及び財団法人Ｐ１基金の事業経費負

担金の支出の差止めを求める部分のうち，平成２０年１１月２５日まで

にされた支出の差止めを求める部分

(2) 被告東京都水道局長が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請

を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める部

分

(3) 被告東京都知事に対し，八ッ場ダムに関し，以下のとおりの各課長に，

各負担金又は繰出金の支出命令をさせることの差止めを求める部分

ｱ 東京都建設局総務部企画計理課長に，河川法６３条に基づく受益者

負担金

ｲ 東京都都市整備局総務部企画経理課長に，水源地域対策特別措置法

１２条１項２号に基づく水源地域整備事業の経費負担金

ｳ 東京都都市整備局総務部企画経理課長に，財団法人Ｐ１基金の事業

経費負担金

ｴ 東京都財務局経理部総務課長に，東京都水道局長が特定多目的ダム

法７条に基づく建設費負担金を支出するについて，これを補助するた

めに行う一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金

(4) 以下の各被告に対し，各負担金又は繰出金の支出命令の差止めを求め

る部分のうち，平成２０年１１月２５日までにされた支出命令の差止め

を求める部分

ｱ 被告東京都建設局総務部企画計理課長に，河川法６３条に基づく受

益者負担金
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ｲ 被告東京都都市整備局総務部企画経理課長に，水源地域対策特別措

置法１２条１項２号に基づく水源地域整備事業の経費負担金

ｳ 被告東京都都市整備局総務部企画経理課長に，財団法人Ｐ１基金の

事業経費負担金

ｴ 被告東京都財務局経理部総務課長に，東京都水道局長が特定多目的

ダム法７条に基づく建設費負担金を支出するについて，これを補助す

るために行う一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金

２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告東京都水道局長は，八ッ場ダムに関し，次の各負担金を支出してはなら

ない。

(1) 特定多目的ダム法７条に基づく建設費負担金

(2) 水源地域対策特別措置法１２条１項１号に基づく水源地域整備事業の経費

負担金

(3) 財団法人Ｐ１基金の事業経費負担金

２ 被告東京都水道局長が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請を取り

下げる権利の行使を怠る事実が違法であることを確認する。

３ 被告東京都知事は，八ッ場ダムに関し，以下のとおりの各課長に，各負担金

の支出命令をさせてはならない。

(1) 東京都建設局総務部企画計理課長に，河川法６３条に基づく受益者負担金

(2) 東京都都市整備局総務部企画経理課長に，水源地域対策特別措置法１２条

１項２号に基づく水源地域整備事業の経費負担金

(3) 東京都都市整備局総務部企画経理課長に，財団法人Ｐ１基金の事業経費負

担金
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(4) 東京都財務局経理部総務課長に，東京都水道局長が特定多目的ダム法７条

に基づく建設費負担金を支出するについて，これを補助するために行う一般

会計から水道事業特別会計に対する繰出金

４(1) 被告東京都建設局総務部企画計理課長は，河川法６３条に基づく受益者負

担金の支出命令をしてはならない。

(2) 被告東京都都市整備局総務部企画経理課長は，水源地域対策特別措置法１

２条１項２号に基づく水源地域整備事業の経費負担金の支出命令をしてはな

らない。

(3) 被告東京都都市整備局総務部企画経理課長は，財団法人Ｐ１基金の事業経

費負担金の支出命令をしてはならない。

(4) 被告東京都財務局経理部総務課長は，東京都水道局長が特定多目的ダム法

７条に基づく建設費負担金を支出するについて，これを補助するために行う

一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金の支出命令をしてはならない。

５ 被告東京都知事は，東京都を代表して次の損害賠償請求をせよ。

Ｐ２に対し，金１４９億０４７３万５１４６円及び内金１８億６４１８万９

４９２円に対する平成１６年９月１０日から支払済みまで，内金１３０億４０

５４万５６５４円に対する平成２０年１０月１６日から支払済みまで，各年５

分の割合による遅延損害金

６ 被告東京都水道局長は，東京都を代表して次の損害賠償請求をせよ。

(1) Ｐ３に対し，金１１億２５００万円及びこれに対する平成１６年９月１０

日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

(2) Ｐ４に対し，金２億０５００万円及びこれに対する平成１６年９月１０日

から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

第２ 事案の概要

本件は，東京都の住民である原告らが，東京都が設定の申請をした八ッ場ダ

ムのダム使用権は東京都の水道事業に不要であり，東京都が八ッ場ダムにより
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治水上の利益を受けることもないなどと主張して，①地方自治法２４２条の２

第１項１号に基づき，被告東京都水道局長（以下「被告水道局長」という。）

に対する特定多目的ダム法７条に基づく建設費負担金（以下「建設費負担金」

という。）等の支出の差止め，被告東京都知事（以下「被告知事」という。）

に対する被告東京都建設局総務部企画計理課長，被告東京都都市整備局総務部

企画経理課長及び被告東京都財務局経理部総務課長（以下「被告課長ら」とい

う。）による河川法６３条に基づく受益者負担金（以下「受益者負担金」とい

う。）等の支出命令をさせないこと，並びに被告課長らの上記負担金等の支出

命令の差止め（前記第１の１，３，４），②地方自治法２４２条の２第１項３

号に基づき，被告水道局長に対する，国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設

定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実の違法確認（前記第１の２），③同

項４号本文に基づき，被告知事及び同水道局長に対する，Ｐ２ら個人に対する

損害賠償の請求（同第１の５，６）を求めた事案である。

１ 法令の定め

(1) 特定多目的ダム法及び同法施行令

ア 特定多目的ダム法７条１項は，ダム使用権の設定予定者は，多目的ダム

の建設に要する費用のうち，建設の目的である各用途について，多目的ダ

ムによる流水の貯留を利用して流水を当該用途に供することによって得ら

れる効用から算定される推定の投資額及び当該用途のみに供される工作物

でその効用と同等の効用を有するものの設置に要する推定の費用の額並び

に多目的ダムの建設に要する費用の財源の一部に借入金が充てられる場合

においては，支払うべき利息の額を勘案して，政令で定めるところにより

算出した額の費用を負担しなければならない旨定めている。

イ 同法施行令９条１項は，上記負担金のうち同条２号に掲げる負担金以外

の負担金の納付の方法及び期限は，毎年度，国土交通大臣が当該年度の事

業計画に応じて定める額を，同大臣が当該年度の資金計画に基づいて定め
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る期限までに納付する旨定め，同法施行令１１条の３は，国土交通大臣は，

負担金を徴収しようとするときは，負担金の額を決定し，負担金の徴収を

受ける者に通知する旨定めている。

ウ 同法１６条２項２号は，国土交通大臣は，同法７条１項の負担金を納付

しないときに該当すると認めたときは，ダム使用権の設定予定者の設定の

申請を却下しなければならない旨定め，同法１２条は，ダム使用権の設定

予定者のダム使用権の設定の申請が却下され又は取り下げられたときは，

その者が既に納付した同法７条１項の負担金を還付するものとするが，基

本計画を廃止する場合を除き，新たにダム使用権の設定予定者が定められ

るまでその還付を停止することができる旨定めている。

エ 同法施行令１４条の２は，同法１２条の規定により還付する負担金の額

は，ダム使用権の設定予定者の事業からの撤退により当該事業が縮小され

又は当該事業に係る基本計画が廃止されたときに当該者に還付する場合，

既に納付した負担金の額から当該者について同法施行令１条の２第２項又

は４項の規定により算出した額を控除した額（当該者が既に納付した負担

金の額が同法施行令１条の２第２項又は４項の規定により算出した額を超

えない場合にあっては零）とする旨定めている。

(2) 河川法及び同法施行令

ア 河川法６３条１項は，国土交通大臣が行なう河川の管理により，同法６

０条１項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外

の都府県が著しく利益を受ける場合においては，国土交通大臣は，その受

益の限度において，同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部

を当該利益を受ける都府県に負担させることができる旨定め，同法６４条

１項は，同法６３条１項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費

用は，政令で定めるところにより，国庫に納付しなければならない旨定め

ている。
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イ 同法施行令３８条は，国土交通大臣は，その行なう一級河川の管理に要

する費用の負担に関し，同法６３条１項の規定によりその費用を負担すべ

き都道府県に対し，その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければな

らない旨定めている。

(3) 水源地域対策特別措置法及び同法施行令

ア 水源地域対策特別措置法１２条１項は，水源地域整備計画に基づく事業

がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全

部又は一部を負担するものは，政令で定めるところにより，同項１号（同

法２条１，２項に規定する指定ダム等を利用して河川の流水を水道，工業

用水道又は発電の用に供することが予定されている者），同項２号ホ（指

定ダム等の建設により洪水等による災害の発生が防止され，又は洪水等に

よる災害が軽減される地域をその区域に含む地方公共団体）及び同号イな

いしニに掲げる者と協議し，その協議によりその負担する経費の一部をこ

れに負担させることができる旨定めている。

イ 同法施行令９条は，上記規定による整備事業についての負担の調整は，

指定ダム等の建設の目的，指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利

益その他の諸般の事情を勘案して，関係当事者の負担の衡平を図ることを

旨として行うものとする旨定めている。

２ 争いのない事実等（証拠により認定した事実は末尾に証拠を挙げた。）

(1) 当事者

ｱ 原告らは，東京都に居住する住民である。

ｲ 被告水道局長は，地方公営企業法に基づき東京都が経営する水道事業及

び工業用水道事業に関し，その業務を執行し，かつ当該業務につき東京都

を代表する権限を有する者である。

ｳ 被告知事は，東京都の執行機関であって，東京都の財産を管理する一般

的権限を有する者である。
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ｴ 被告東京都建設局総務部企画計理課長（平成２０年３月３１日以前の職

名は同部計理課長。以下「被告建設局課長」という。）は，被告知事から，

受益者負担金の支出命令権限を委任された者である。

ｵ 被告東京都都市整備局総務部企画経理課長（平成１５年度は都市計画局

総務部企画計理担当課長。以下「被告都市整備局課長」という。）は，被

告知事から，水源地域対策特別措置法１２条１項に基づく負担金（以下

「水特法負担金」という。）及び財団法人Ｐ１基金（以下「本件基金」と

いう。）の事業経費負担金（以下「基金負担金」という。）の支出命令権

限を委任された者である。

ｶ 被告東京都財務局経理部総務課長（以下「被告財務局課長」という。）

は，被告知事から，一般会計から特別会計への繰出金（以下「一般会計繰

出金」という。）の支出命令権限を委任された者である。

ｷ Ｐ２は，平成１５年９月１０日から平成２０年１１月２５日まで東京都

知事の地位にある者であり，Ｐ３は平成１５年９月９日から平成１６年７

月１５日まで，Ｐ４は同月１６日から同年９月９日まで，それぞれ東京都

水道局長の地位にあった者である。

(2) 八ッ場ダム建設事業の概要

ア 八ッ場ダムは，国（国土交通省）を事業主体として，群馬県α１にある

利根川水系吾妻川に設置される，治水，利水等を目的とする多目的ダムで

ある。

イ 八ッ場ダム建設事業は，昭和２２年９月のカスリーン台風による利根川

の氾濫を契機として，当時の建設省が，昭和２４年２月に利根川改修改定

計画を策定し，昭和２７年５月に予備調査を開始したことに端を発し，平

成９年法律第６９号による改正前の河川法１６条１項に基づく「利根川水

系工事実施基本計画」（甲Ｂ３ないし５，乙５，１２，８９）及び同改正

後の同法１６条１項に基づく「利根川水系河川整備基本方針」（甲Ｂ６）
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に位置付けられるとともに，水資源開発促進法４条の規定に基づき昭和５

１年４月１６日の閣議決定を経た「利根川水系及び荒川水系における水資

源開発基本計画」（昭和５１年総理府告示第１９号）（乙６）において，

利根川水系における新規水源開発事業の１つと位置付けられたものであり，

昭和６１年７月１０日，平成１１年法律第１６０号による改正前の特定多

目的ダム法４条１項，５項に基づき，建設に関する基本計画が告示された

（昭和６１年建設省告示第１２８４号）（乙２）。

ウ 東京都（以下「都」ということがある。）は，昭和６０年１１月９日，

当時の建設大臣に対し，同法１５条に基づき，八ッ場ダムの使用権の設定

を申請し，上記基本計画においてダム使用権の設定予定者と定められた。

エ 八ッ場ダムによって開発される水利権は，毎秒２２．２０９立方メート

ルであり，このうち東京都の水道用水のためには毎秒５．７７９立方メー

トル（１日約５０万立方メートル）の設定が予定されている。また，八ッ

場ダムの洪水調節容量は６５００万立方メートルと計画されている。

(3) 各支出の原因及び支出手続

ｱ 建設費負担金

(ｱ) 納付通知

国土交通大臣は，別紙建設費負担金の負担額欄記載のとおり，都の負

担予定額及び納付期限を決定した上，同納付通知欄記載の日にこれを都

に通知した（乙２３の１，２，乙２４の１，２，弁論の全趣旨）。

(ｲ) 支出

被告水道局長の支出事務を担当する金銭出納員は，別紙建設費負担金

の負担額欄及び支出欄記載のとおり，各期の納付金を国庫に納入した

（乙２５の３ないし５，乙２７の１ないし４，弁論の全趣旨）。

ｲ 受益者負担金

(ｱ) 納付通知
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国土交通大臣は，都に対し，別紙受益者負担金の負担・納付通知欄記

載の日に，同負担額欄記載のとおり負担・納付すべきことを通知した

（乙６８の２，３，乙６９の１ないし３，弁論の全趣旨）。

(ｲ) 支出

被告建設局課長は，出納長（平成１９年度以後は会計管理者，以下単

に「出納長」という。）に対し，別紙受益者負担金の支出命令欄記載の

日に，同負担額欄記載の支出を命令し，出納長は，同支出欄記載の日に

国庫に納入した（乙７０の２，３，乙７１の１ないし３，弁論の全趣

旨）。

ｳ 水特法負担金

(ｱ) 協定等

下流受益者である都，茨城県，埼玉県及び千葉県は，群馬県との間で，

平成８年２月２２日，①下流受益者は八ッ場ダムに係る水源地域整備事

業に係る経費の一部を負担すること，②この経費のうち，下流受益者が

負担する割合を全体で０．８２０１とし，都は０．３２４２を負担する

こと，③群馬県は，毎年度，８月１０日までに翌年度の整備事業の事業

計画を取りまとめ，下流受益者との間で協議すること，④群馬県は，毎

年度，６月３０日までに当該年度の整備事業の事業実施計画を取りまと

め，下流受益者との間で協議すること，⑤下流受益者は，毎年度，当該

年度に実施する全ての整備事業に要する経費のうち群馬県費，α１費及

びα２費の合計額に，下流受益者が負担する経費の割合及び下流受益者

の都県別負担割合を乗じて算出した額を群馬県に支払うこと，⑥群馬県

は，毎年度の整備事業の事業実施計画に変更が生じた場合，当該年度の

１２月５日までに下流受益者に協議の上，変更することができること等

について合意した（以下「本件水特法経費負担協定」という。）（乙１

３，２９）。
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平成８年４月１５日，都における一般会計と水道事業特別会計（以下

「水道事業会計」という。）間の負担割合が，それぞれ１０００分の４

３３，１０００分の５６７と定められた（乙３０）。

(ｲ) 各事業年度負担金額の決定

毎年度の事業計画，事業実施計画及びその変更について，別紙水特法

負担金（負担金額の決定）の事業計画，事業実施計画及び事業実施計画

変更欄記載のとおり，群馬県は都に対し協議を行って都がこれに同意し，

これにより，一般会計及び水道事業会計の各事業年度負担金額は，同負

担金額欄記載のとおりとなった（乙３１の１，２，乙３２の１，２，乙

３４の１，２，乙４０の１，２，乙４１の１，２，乙４３の１，２，弁

論の全趣旨）。

(ｳ) 支出

被告都市整備局課長は，別紙水特法負担金（支出）都知事分の支出命

令欄記載の日に，出納長に対し，同負担額欄記載の支出を命令し，出納

長は，同支出欄記載の日に，群馬県に納入した。また，水道局金銭出納

員は，別紙水特法負担金（支出）水道局長分の支出欄記載の日に，同負

担額欄記載の金額を群馬県に納入した。（乙３５の２，乙３６の２，乙

３８の１，２，乙３９の１，２，乙４４の２，乙４５の２，乙４７の１，

２，乙４８の１，２，弁論の全趣旨）

ｴ 基金負担金

(ｱ) 協定等

都，埼玉県，千葉県，茨城県及び群馬県は，本件基金との間で，平成

２年８月１日，八ッ場ダム建設に係る基金事業に要する経費の負担につ

いて協定を締結し，都の負担割合は１０００分の３３７．６とされた

（以下「本件基金経費負担協定」という。）（乙１５）。

本件基金は，利根川水系八ッ場ダム業務細則に定められた事業の範囲



- 11 -

内で作成した事業計画書及び収支予算書並びに本件基金経費負担協定に

基づき，毎年度，当該年度に係る事業の規模及び負担等について都，埼

玉県，千葉県，茨城県及び群馬県と細目協定を締結して，当該事業を実

施している（乙１４，４９，５０，弁論の全趣旨）。

平成１２年７月１１日，都における一般会計と水道事業会計間の負担

割合が，それぞれ１０００分の４３３，１０００分の５６７と定められ

た（乙５１）。

(ｲ) 各年度負担金額の決定

都は，別紙基金負担金（負担金額の決定）細目協定欄記載の日に，群

馬県ほか３県とともに本件基金と細目協定を締結し，同覚書欄記載の日

に，細目協定に関する覚書を締結し，その後，同精算通知欄記載の日に

本件基金理事長から被告知事及び同水道局長あてに精算通知があり，同

負担金額欄記載のとおり各年度負担金額が決定した（乙１６の１，２，

乙５２，５５，５８，６０，６３，６６，弁論の全趣旨）。

(ｳ) 支出

被告都市整備局課長は，別紙基金負担金（支出）都知事分の支出命令

欄記載の日に，出納長に対し，同負担額欄記載の支出を命令し，出納長

は，同支出（精算）欄記載の日に本件基金に対し支出し，その後同欄記

載の日に同負担額欄記載の還付がされた。また，水道局金銭出納員は，

別紙基金負担金（支出）水道局長分の支出（精算）欄記載の日に，本件

基金に対し同負担額欄記載の支出をし，その後同欄記載の日に同負担額

欄記載の還付がされた。（乙５３の１，２，乙５６，５７の１，２，乙

５９の１，２，６１の１，２，乙６４，６７の１，２，弁論の全趣旨）

ｵ 一般会計繰出金

被告財務局課長は，出納長に対し，水道事業会計に対する繰出金のうち

八ッ場ダム建設費負担金分として，別紙繰出金支出命令欄記載の日に同負
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担額欄記載の支出命令をし，出納長は水道事業会計に対し支出した。（乙

７２の１ないし４，乙７３の１，２，弁論の全趣旨）

(4) 住民監査請求

原告らは，東京都監査委員に対し，平成１６年９月１０日付けで，被告水

道局長及び被告知事を名宛人とする勧告を発することを求めて住民監査請求

を行ったが，同監査委員は，同年１０月２５日付けで，原告らの主張が事業

の必要性そのものを問題とするものであって財務会計上の行為の違法性・不

当性を具体的かつ客観的に示したものとは認められないとの理由で却下した

（甲１）。

(5) 本件訴訟の提起等

原告らは，平成１６年１１月２２日，本件訴えを提起し，平成２０年１０

月１５日の本件弁論準備手続期日において，被告知事に対し，平成１６年９

月１０日以後にされた支出命令を原因とするＰ２への損害賠償請求すること

を求めて訴えを追加的に変更した。

３ 争点

(1) 被告水道局長がダム使用権設定申請を取り下げないことは，地方自治法２

４２条の「財産の管理を怠る事実」に該当するか。（争点１）

(2) 被告知事が，被告課長らへの指揮監督権限を行使することにより，負担金

ないし繰出金の支出命令をさせないことを求める請求は，地方自治法２４２

条の２第１項１号の当該行為の差止請求に該当するか。（争点２）

(3) 八ッ場ダムに係る建設費負担金，受益者負担金，水特法負担金，基金負担

金及び一般会計繰出金（以下「本件各負担金」という。）の支出は，地方自

治法２条１４項，同条１６項，同法１３８条の２，地方財政法４条１項，地

方公営企業法１７条の２第２項に反し違法であるか。（争点３）

(4) 八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げないことは，地方財政法８条に反し

違法であるか。（争点４）
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４ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（被告水道局長がダム使用権設定申請を取り下げないことは，地方

自治法２４２条の「財産の管理を怠る事実」に該当するか。）について

（原告らの主張）

地方自治法２３７条の「財産」には，同条２３８条１項４号の「地上権，

地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利」及び同条項７号の「出資による

権利」が含まれるところ，ダム使用権の設定予定者となるためには，実体的

にダム使用権の設定要件（特定多目的ダム法１５条２項）に適合し，かつ当

該多目的ダムの建設に関する基本計画中にその旨が規定される必要があり

（同法４条２項５号），さらに設定予定者は，ダム使用権の設定を受ける排

他的権利を確保する反面，所定の負担金納付義務を負うことになり（同法７

条），設定申請が却下された場合に納付済みの負担金は還付される（同法１

２条）関係にあるので，ダム使用権設定予定者の地位は，「地上権，地役権，

鉱業権その他これらに準ずる権利」又は「出資による権利」に該当し，地方

自治法２３７条の「財産」に含まれ，ダム使用権設定申請を取り下げる権利

の行使を怠る事実は，同法２４２条の「財産の管理を怠る事実」に該当する。

（被告水道局長の主張）

ダム使用権設定予定者の地位なるものは，将来ダム使用権が設定される予

定者であるということであって，ダム使用権設定予定者の地位ないしダム使

用権設定申請を取り下げる権利は，地方自治法２３７条１項の定める「財

産」，すなわち公有財産，物品及び債権並びに基金のいずれにも該当せず，

また，ダム使用権設定予定者の地位を放棄することが，同法２４２条の定め

る財産の「管理」に該当することもあり得ないから，本件訴えのうち，ダム

使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実の違法確認を求める部分

は不適法である。

(2) 争点２（被告知事が被告課長らへの指揮監督権限を行使することにより，
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負担金ないし繰出金の支出命令をさせないことを求める請求は，地方自治法

２４２条の２第１項１号の当該行為の差止請求に該当するか。）について

（原告らの主張）

支出命令権限が委任されている場合でも，当該支出についての本来的権限

を有している被告知事には，指揮監督権限を行使して受任者をして違法な支

出命令をさせないようにすべき義務がある。そして，被告知事に対して支出

差止めを命じる判決があった場合は同被告から権限委任を受けた被告課長ら

も当該判決に拘束されると解され，また，八ッ場ダム建設事業に関する都の

費用負担は極めて巨額であるから，被告課長らのみの判断により決定するこ

とは極めて困難であり，さらに，将来における支出については被告知事にお

いて本来的権限に基づき負担金の支出の可否及び要否を自ら判断すべきであ

るから，上記請求も適法である。

（被告知事の主張）

上記請求は，被告知事が被告課長らに対し指揮監督権限を行使するように

求めているものであるが，それは地方自治法２４２条の２第１項１号にいう

当該行為の差止請求に該当せず，その訴えは不適法である。

(3) 争点３（本件各負担金の支出は，地方自治法２条１４項，同条１６項，同

法１３８条の２，地方財政法４条１項，地方公営企業法１７条の２第２項に

反し違法であるか。）について

（原告らの主張）

ｱ 本件各負担金支出の違法事由

(ｱ) 建設費負担金

東京都の水道事業を実施するために客観的必要性のない水利権を確保

するための費用を支出することは，地方公共団体が住民に対し負ってい

る地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項の最少経費原則に違反

し，執行機関が地方公共団体に対して負っている誠実執行義務（地方公
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営企業法６条，地方自治法１３８条の２）にも違反し，このことは水道

法２条１項及び同法２条の２第１項からも確認されるところ，都が八ッ

場ダムにおいて確保しようとしている水利権は，都の水道事業に全く必

要のないものであるから，被告水道局長の建設費負担金の支出は違法で

ある。

また，特定多目的ダム法１２条が予定している，ダム使用権設定申請

を取り下げる権利は，国との関係で何の制約も受けず，地方公共団体が

自由に行使できる権利であるから，ダム使用権設定予定者たる地位を維

持することが，それに伴う負担金支出の継続を上回る利益を水道事業に

もたらさないことが客観的に認められる場合，被告水道局長としては，

ダム使用権設定申請を取り下げる権利を行使して爾後の負担金支出義務

を回避すべきであって，ダム使用権設定申請を取り下げる権利を行使す

ることなしに漫然と負担金の支払をすることは違法である。

(ｲ) 受益者負担金

八ッ場ダムは，利根川流域の治水という目的との関連性に乏しく，ダ

ムサイト（ダム用地）周辺の岩盤・地質がダムを建設するための適格性

を欠き，ダム湖周辺の地盤が地すべりの危険をはらんでいるため，河川

法３条２項の定める河川管理施設の客観的効用を備えておらず，それに

より都が「著しく利益を受ける」（同法６３条）といえないから，都が

国に負担金を納付することは地方自治法２条１４項，地方財政法４条１

項に反し違法である。また，八ッ場ダム建設事業は，条理法上の環境影

響評価義務，生物の多様性に関する条約及び絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に抵触し，このような事業のために地方公

共団体が公金を支出することは地方自治法２条１６項に反し許されない。

そして，地方財政法２５条３項は，国が地方公共団体の負担金を法令

の定めるところに従って使用しなかったときに，地方公共団体は国に対
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し負担金の支出を拒否し，また支出済みの負担金の返還を請求すること

ができる旨を規定しているところ，上記のとおり国が都から八ッ場ダム

の受益者負担金を徴することは違法なのであるから，被告知事には同条

項に基づく負担金支払拒否権を行使すべき義務があり，国からの納付通

知に対応して漫然と支出決定をすることは，同法４条に反し，財務会計

法規上の義務（地方自治法１３８条の２に規定する誠実執行義務）に違

反するもので違法である。

(ｳ) 水特法負担金

水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備事業が実施される区域

以外の地方公共団体に，同事業の経費を負担させることができるのは，

その地方公共団体が指定ダムにより利水上の受益が予定されているか

（同法１２条１項１号，２号イ，ロ），治水上の利益が予定される場合

（同２号ホ）に限られるところ，東京都は八ッ場ダムにより利水上も治

水上も利益を受けないから，それにもかかわらず群馬県との間に負担金

の支出を内容とする合意を締結することは，公序良俗に反し（民法９０

条），若しくは，東京都にとって必要のない事業であることを当事者が

いずれも認識して行った心裡留保（民法９３条）に基づくものであって，

いずれにしても無効であり，無効な支出負担行為に基づく支出命令はそ

の根拠を欠き違法となる。

また，本件水特法経費負担協定は，「この協定に疑義が生じた場合は，

協議の上処理する」ことを規定し，基本協定を受けて結ばれる毎年度の

協議に際し被告知事が負担金を拒否することをも想定しているから，仮

に協定それ自体が原始的に無効でないとしても，ダムによる受益の事実

が客観的に存在しないにもかかわらず，被告知事がこの拒否権を行使し

ないまま漫然と協定上の負担金を支出することは違法である。

(ｴ) 基金負担金
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東京都は八ッ場ダムにより利水上も治水上も利益を受けないのである

から，本件基金経費負担協定は，上記同様，民法９０条又は９３条によ

り無効であって，関係する支出命令は根拠を欠くものである。

また，仮に協定自体が原始的に無効でないとしても，ダムによる受益

の事実が客観的に存在しないにもかかわらず，被告知事が，協定が許容

している年度毎の協議拒否権を行使しないまま，漫然と協定上の負担金

を支出することは違法と評価される。

(ｵ) 一般会計繰出金

地方公営企業の特別会計の経費は，当該地方公営企業の経営に伴う収

入によって賄われるのが原則である（地方財政法６条，地方公営企業法

１７条の２第２項）。同法１８条１項は，同法１７条の２第１項の規定

によるもののほか，一般会計から特別会計への出資をすることができる

としているが，かかる出資については上記原則の例外とは認められてお

らず（同法１７条の２第２項），当該地方公営企業の経営に伴う収入に

よって賄われる経費に充てられなければならない。

ところが，都にとっては，八ッ場ダムにより貯留される予定の流水を

利用する必要は全くなく，かかる流水を確保する権利を得ても，この水

を売ることにより収入を得る見込みは全くないから，八ッ場ダム建設事

業のための経費を負担しても，水道事業による収入により賄える見込み

は皆無であり，上記繰出は，地方公営企業法１７条の２第２項に反し違

法である。

ｲ 八ッ場ダムによる利水上の利益の不存在

都の水需要は平成４年度ころをピークとして減少傾向にあり，水源確保

の目安となる年間一日最大配水量は，平成１９年度には日量５００万立方

メートルを割り込んだ。その主要な要因は，節水型機器の普及，漏水量の

減少，１年を通じた配水量の平準化である。また，都の給水人口は未だ増
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加しているが，今後１０年以内にピークを迎えることは確実であり，他に

水需要が増加する要因は見当たらない。その一方で，都が保有する水源は

地下水を含め日量７０１万立方メートルもあるから，これ以上の水源確保

の必要はない。

都の過去１０回の水需要予測はいずれも過大であったが，都は平成１５

年１２月の水需要予測において，あえて従前の予測手法をそのまま踏襲し，

平成２５年度の一日最大配水量が日量６００万立方メートルに増加すると

予測しているが，一日最大配水量は平成４年度から減少の一途を辿ってお

り，予測の誤りは深刻である。また，都が認めている水源は日量６２３万

立方メートルであるが，現に使用されている地下水を水源として評価して

いない等の点で不合理である。さらに，１０年に１回の渇水年を想定する

と水源の供給可能量はおよそ２割減少する旨の国土交通省の見解は全く信

用できないが，たとえそのことを考慮しても，都は既に有り余る水源を保

有しているので，将来とも水が不足することはない。

ｳ 八ッ場ダムによる治水上の利益の不存在

利根川水系河川整備基本方針は，カスリーン台風洪水を対象洪水として，

基準点であるα３地点（群馬県伊勢崎市。利根川上流部の河川が全て合流

して平野部に流れ出す場所である。）の基本高水流量（ダム等の河川管理

施設が全くない状態での，各河川の重要度に応じた計画規模の洪水で想定

される最大流量）を毎秒２万２０００立方メートルとし，このうち毎秒５

５００立方メートルを八ッ場ダムを含む上流ダム群で調節し，残り１万６

５００立方メートルを河道で対応することとしている。

しかしながら，カスリーン台風の実績洪水流量は上流部の３地点の観測

流量を単純に合算した毎秒１万７０００立方メートルと推定されていると

ころ，河道貯留効果（河川が合流した際に河川流量が低減する現象）を考

慮すれば実際には毎秒約１万５０００立方メートルであったと考えられ，
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α３上流部での氾濫流量は毎秒１０００立方メートルにとどまるから，こ

れを考慮しても，洪水ピーク流量は毎秒１万６０００立方メートル程度に

しかならない。また，国土交通省が根拠とした，カスリーン台風の再来計

算と，総合確率法による１／２００確率流量（２００年に１回の最大流

量）は，いずれも科学的根拠がなく，実態と遊離しており，α３地点の基

本高水流量毎秒２万２０００立方メートルは過大である。

さらに，国土交通省の計算によれば，カスリーン台風が再来した場合の

α３地点に対する八ッ場ダムの治水効果はゼロとなっており，他の大洪水

においても八ッ場ダムの治水効果は非常に小さい。

したがって，八ッ場ダムは，どのような観点からみても不要である。

ｴ 八ッ場ダムの危険性

(ｱ) ダムサイトの危険性

八ッ場ダムのダムサイト周辺の基礎岩盤は，亀裂や貫入岩などが多く，

複雑かつ不安定であり，岩級区分（岩片の堅さ，割れ目間隔及び割れ目

の性状により岩盤を評価したもの）が低い箇所が多く，透水性が高い箇

所が多い。また，ダムサイト周辺には熱水変質帯（本来硬い鉱物が温泉

水等による化学的な反応によって分解され粘土鉱物等に変質したもの）

が広く分布し，ダムサイトのすぐ下流には，この地域で最も大きな断層

がある上，ダムサイト地域には，その断層に伴って生じた小さな断層が

たくさんある。

これらの事実によれば，八ッ場ダムのダムサイト周辺の岩盤・地質は，

ダムを建設するための適格性は全くなく，八ッ場ダムが完成したとして

も，基礎岩盤がダム提体の重みに対する耐久性を持たない可能性，ダム

提体の底部や側面部，ダム貯水池の側面部等が水圧によってずれる可能

性，ダム提体が浮力によって不安定となる可能性，貯水が十分に行えな

い可能性，さらにはダム提体や貯水池が断層の活動によってずれてしま
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い破壊される可能性を包含する，欠陥だらけの危険な構造物である。

(ｲ) 地すべりの危険性

また，ダム湖となる吾妻川の両岸の斜面には２２の地すべり痕跡があ

り，このうち少なくともα４地区α５，α６地区α７，α８地区α９，

α８地区α１０（α１１）は地すべりの危険地区ないし要対策地域であ

り，国土交通省も地すべりの危険性について一応の認識を有しているが，

α４地区α５では，想定すべり面が滑落崖やその直下の分離丘も入らな

いほど狭小なものであり，α６地区α７では，最も中心的な活動地と目

すべき中央の地すべりが認定から外され，α８地区α９では，想定され

る７つの地すべりブロックのうち，川よりの１つが湛水により不安定化

するとされながら，上部への波及は全く視野に入れられておらず，α８

地区α１０（α１１）では，地すべりが起こった限られた範囲では対策

が施されたが，同様の地質・地形条件を持つ上下流部は放置されている

など，いずれの地区についても国土交通省の対策は手抜きであり，地す

べり発生の危険性を除去できるものとはいえない。

（被告らの主張）

ｱ 八ッ場ダムは，河川管理者である当時の建設大臣が定めた「利根川水系

工事実施基本計画」，水資源開発促進法４条に基づき内閣総理大臣が決定

した「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」に位置付け

られ，特定多目的ダム法４条１項に基づき国土交通大臣が建設に関する基

本計画を定めたダムであるところ，原告らの主張の実質は国が行った上記

基本計画等の不当をいうものであって，地方公共団体における適正な財務

会計処理の保障を目的とした住民訴訟制度の目的を逸脱し，失当である。

ｲ 本件各負担金支出の違法事由について

(ｱ) 建設費負担金及び受益者負担金について

建設費負担金は，特定多目的ダム法７条１項及び同法施行令１１条の
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３の規定に基づいて，受益者負担金は，河川法６３条１項及び６４条１

項の規定に基づいて，それぞれ国土交通大臣の納付命令によって徴収さ

れるものであり，これらの国土交通大臣の納付命令がある以上，被告ら

は，当該納付命令が著しく合理性を欠き，そのためこれに予算執行の適

正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り，当該納付

命令を尊重し，その内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があ

り，これを拒むことは許されない。したがって，支出命令等の差止めが

許されるのは，国土交通大臣の当該納付命令に重大かつ明白な違法があ

る場合に限られ，損害賠償請求責任を問うことができるのは，国土交通

大臣の当該納付命令を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計

法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる（最高裁判所

平成４年１２月１５日第三小法廷判決・民集４６巻９号２７５３頁）。

なお，原告らは，建設費負担金，受益者負担金については，地方財政

法２５条３項の支出拒否権により支出を拒否できるから，その権限を行

使しないままに負担金支給決定をすることは財務会計法規上の義務違反

となるとも主張するが，同項が規定する支出の拒否等は，国が地方公共

団体の負担金を法令の定めるところに従い，これを使用しなかった場合

に地方公共団体がその事実を主張して支出の拒否・返還請求ができると

規定するものであり，地方公共団体に，国の納付命令そのものの適法性

を判断し，それに対する不服をいう権限を与えたものではないし，原告

らは建設費負担金及び受益者負担金が法令の定めるところに従って使用

されていないことを主張するわけでもないから，いずれにしても，その

主張は前提を欠くものとして失当である。

また，原告らは，上記各支出が違法であることの理由として，八ッ場

ダムの建設計画に重大かつ明白な瑕疵があると主張し，本訴訟において，

種々の文献を証拠として提出し，さらに証人をもって，八ッ場ダム建設
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の不当性を立証しようとしているが，そもそも，重大かつ明白な瑕疵が

存在するのであれば，それは当該計画自体から看取できるはずであり，

法廷に提出された証拠によらなければ分からないような瑕疵が重大かつ

明白であるはずがない。

(ｲ) 水特法負担金及び基金負担金について

八ッ場ダム建設事業は国土交通大臣が作成した各基本計画に基づいて

行われているものであるところ，八ッ場ダム建設地の周辺における関係

住民の生活の安定と福祉の向上を図るため，生活環境，産業基盤等を整

備し，あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止し，又は湖沼の水質を保

全するために策定される水源地域整備計画の実施を推進するための費用

の一部を受益者である都が負担することは合理的かつ妥当なものである

から，そのためである水特法負担金及び基金負担金の支出をもって違法

とすることはできない。

また，水特法負担金は，国土交通大臣による水源地域の指定に基づき

実施される事業の負担金であり，また，基金負担金は，水特法に基づく

事業を補完するために行う基金事業の負担金であるから，いずれも，支

出命令等の差止めが許されるのは，国土交通大臣の当該水源地域の指定

に重大かつ明白な違法がある場合に限られ，損害賠償請求責任を問うこ

とができるのは，国土交通大臣の当該水源地域の指定を前提としてされ

た当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なもので

あるときに限られるのである。そして，八ッ場ダムの建設計画自体に重

大かつ明白な瑕疵がないことは，前記(ア)のとおりである。

また，原告らは，水源地域対策事業に関する協定や合意における協議

の定めにおいて，支出の拒否権があるとして，その権限を行使しないま

まに負担金支給決定をすることは財務会計法規上の義務違反となると主

張するが，協議の定めは，協定や合意に係る疑義についての協議を定め
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るものであって，支出の際の拒否権が定められているわけではないし，

支出の際にかかる協定や合意の有効性を判断する権利を与えるものでは

ないから，原告らの主張はその前提を欠くものであり，主張自体失当で

ある。

(ｳ) 一般会計繰出金について

一般会計繰出金の根拠である地方公営企業法１８条は，同法１７条の

２第１項（同条２項にいう「前項の規定」）による負担のほかに一般会

計等からの出資を認めるものであるから，上記繰出金が同法１７条の２

第２項に反する旨の原告らの主張は法の解釈を誤ったものであり，主張

自体失当である。

ｳ 八ッ場ダムによる水源確保の必要性について

都は，清浄にして豊富低廉な水の供給を図り，もって公衆衛生の向上と

生活環境の改善とに寄与することを目的（水道法１条）とし，常時給水義

務を負う（同法１５条２項）水道事業者として，また，住民の福祉の増進

を図るべき（地方自治法１条の２第１項）地方公共団体として，渇水によ

って都民の生活，社会経済活動等が極力影響を受けないよう努力する責務

を負う。首都東京において，平常時はもとより，大規模渇水があった場合

でも，安定給水を達成し，これを将来においても持続していくためには，

水道の需要量に影響を及ぼす様々な要因（将来人口，経済成長率等）を基

礎にした長期的な水道需要予測をし，これを基本としながら，将来におけ

る渇水発生の危険性や水源の具体的状況等をも総合的に考慮して，先行的

に水源を確保していかなければならない。

都水道局は，平成１５年１２月，近年の水の需要動向の変化を踏まえ，

平成１２年１２月に策定された「東京構想２０００」で示された将来の人

口，経済成長率等の基礎指標に基づき将来の水道需要量の見直しをし，平

成２５年度における一日最大配水量は６００万立方メートル程度になるも
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のと見込んでいる。水道需要予測は，過去の水道使用実績を基に重回帰分

析などの統計的手法により各用途別の計画一日平均使用水量を求め，これ

に適切に設定した計画有収率及び計画負荷率を用いて将来需要量である計

画一日最大配水量を算出するものであるところ，都が水道需要予測におい

て重回帰分析手法により算出した計画一日平均使用水量とその後の一日平

均使用水量の実績値をみると，両者は近い趨勢を示している。また，一日

最大配水量の実績値が計画一日最大配水量を下回っているのは，安定給水

の確保を重視した計画負荷率を設定していることによるものであり，都の

予測手法の問題ではない。

また，現在，都が保有する水源量は，日量約６３０万立方メートルであ

り，これに八ッ場ダムなどにより今後得られる見込みの水源量（日量５０

万立方メートル）を単純に加えた将来の保有水源量（計画当時の河川流況

を基に利水安全度１／５（５年に１回程度発生する渇水時に必要な水を安

定的に取水できること）として算出した水源量）は，日量６８０万立方メ

ートルとなる（なお，多摩地区の地下水は，地盤沈下のおそれ及び水質問

題があり，将来の保有水源に含めることは適当でない。）。しかし，近年

の降雨の状況や都の水源確保の目標を踏まえて算出した将来の保有水源量

（近年の河川流況を基に利水安全度１／１０として算出した水源量）は，

課題を抱える水源を含んだ上で，日量５７０万立方メートル程度ないし５

９０万立方メートル程度となり，将来の需要量である日量６００万立方メ

ートルに不足することとなる。

そして，全国的な水資源開発の整備水準は利水安全度１／１０であり，

利根川・荒川水系については，計画上，全国水準よりも低水準である利水

安全度１／５により水源開発が進められてきているところ，利根川水系に

おける現況の利水安全度は１／２から１／３である。

これらのことを総合的に勘案すると，被告水道局長において，将来の水
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源量は将来の水道需要量に対して十分なものとはいえず，八ッ場ダムによ

る水源確保が必要であると判断したことは合理的である。

ｴ 八ッ場ダムによる治水上の利益について

昭和２２年９月のカスリーン台風は，都区部東部地域を水没させたが，

もし，カスリーン台風並みの台風に襲われ，利根川が当時と同じ箇所で決

壊した場合，その被害は氾濫面積約５００平方キロメートル，浸水区域内

人口約２００万人，被害総額約３３兆円と予測されている。

現在の国の治水計画である「利根川水系河川整備基本方針」では，基準

地点のα３において，基本高水のピーク流量毎秒２万２０００立方メート

ルのうち上流ダム群で毎秒５５００立方メートルを調節することとしてお

り，八ッ場ダムは同計画の一環をなすものである。また，利根川上流域は，

奥利根流域，吾妻川流域及び烏・神流川流域の３流域に区分され，利根川

の治水計画においては３流域の降雨量，降雨量の時間分布及び地域分布を

考慮して洪水調節施設を配置する必要があるところ，洪水調節機能を持つ

ダムは奥利根流域に５ダム，烏・神流川流域には１ダムあるが，利根川上

流域の全流域面積の約４分の１を占め過去に多くの降雨が発生した吾妻川

流域には八ッ場ダム以外のダムはなく，しかも八ッ場ダムの洪水調節容量

は，利根川の既設ダムの中で最大であり，利根川水系上流の既設６ダムの

洪水調節容量全体の約６割に相当することから，八ッ場ダムは他の既設ダ

ムと相まってα３上流での効果的な洪水調節を可能とし，利根川水系全体

の治水上の安全確保に寄与するものである。

したがって，八ッ場ダムは，利根川の洪水防止効果が極めて高く，都に

とって必要なものである。

ｵ 八ッ場ダムの危険性について

(ｱ) ダムサイトの危険性について

原告らは，国に対する情報公開請求により入手した地質調査報告書
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（甲Ｄ１ないし４）で指摘された事項に独自の分析を加え，八ッ場ダム

が危険なダムであると結論付けているが，八ッ場ダム計画の事業者であ

り，実際に調査・設計・施工をしている国土交通省は，上記報告書のみ

ならず，昭和６０年度から平成１５年度にかけて地質調査を実施し，さ

らに平成１６年度以降も必要に応じて地質調査を実施し，ダム設計に反

映させており，学識経験者からなる八ッ場ダム・湯西川ダムコスト縮減

技術委員会にも諮った上で，ダムサイトに関する技術的な問題について

は対応可能であるとしており，報告内容の一部を捉え，ダムサイト全体

の安全性に重大明白な瑕疵があるとする原告らの主張は失当である。

(ｲ) 地すべりの危険性について

原告らは，国に対する情報公開請求により入手した報告書（甲Ｄ９な

いし１１）及びホームページ（甲Ｄ１２）を基に，八ッ場ダムの貯水池

周辺斜面における地すべりの危険等を縷々主張するが，八ッ場ダム計画

の事業者であり，実際に八ッ場ダムの貯水池周辺斜面の安定性を確保す

るために調査・検討・施工をしている国土交通省は，上記各報告書，他

の調査報告書のほか，八ッ場ダム貯水池周辺地盤安定検討委員会を設け，

地質や地すべりの専門家の意見を踏まえつつ，必要な対策を検討して実

施してきており，さらにダム完成後の湛水に当たり万全を期すために，

事前に貯水池全域の斜面を対象に再検討を行うとともに，上記委員会の

意見を踏まえ，必要な箇所では斜面の変動を観測する動態観測等を実施

する予定となっている。

(4) 争点４（八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げないことは，地方財政法８

条に反し違法であるか。）について

（原告らの主張）

地方財政法８条は，地方公共団体の財産は，常に良好な状態で管理し，そ

の所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない旨を規定してい
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る。

都の水道事業が八ッ場ダム使用権を確保してもこれに見合った収入を得ら

れないのに対し，八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げるなら，今後の負担

金の支払義務を免れるのはもとより，既払分も一定の条件付きで返還を受け

られる（特定多目的ダム法１２条）から，このような財務会計上の権限の行

使を怠ることは，地方財政法８条に違反する。

（被告水道局長の主張）

地方財政法８条における「財産」の意義は，地方自治法２３７条１項にお

ける場合と同じであるところ，八ッ場ダムの使用権設定予定者である地位又

は使用権の設定を受けるべき権利が同項の「財産」には該当しないから，八

ッ場ダムの使用権設定申請の適否について同法８条を論拠とすることはでき

ない。

なお，ダム使用権の設定予定者たる地位を保有する目的はダム使用権を取

得することであるから，その目的に応じて運用するというのは，その地位を

喪失しないように保持するということであり，地方財政法８条からその地位

を放棄する義務が生じることはあり得ない。

第３ 争点に対する判断

１ 争点１（被告水道局長がダム使用権設定申請を取り下げないことは，地方自

治法２４２条の「財産の管理を怠る事実」に該当するか。）について

(1) 原告らは，ダム使用権設定予定者の地位は，地方自治法２３８条１項４号

の「地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利」又は同項７号の

「出資による権利」であるから，同法２３７条の「財産」に当たり，ダム使

用権設定申請を取り下げないことは同法２４２条の「財産の管理を怠る事

実」に該当すると主張する。

しかし，地方自治法２３８条１項は，「「公有財産」とは，普通地方公共

団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除
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く。）をいう。」として，公有財産の範囲を具体的に定めているところ，こ

れは同じ「財産」の範疇に属する物品，債権及び基金との区分を明確にし，

公有財産の管理体制と責任関係を明確にする趣旨であると解される。

そして，同項４号は，公有財産として「地上権，地役権，鉱業権その他こ

れらに準ずる権利」を掲げているところ，地上権，地役権及び鉱業権は，い

ずれも用益物権又は用益物権とみなされるものであるから，「その他これら

に準ずる権利」とは，法律上確立している用益物権，又は用益物権に類する

性格を有する権利をいうものと解するのが相当である。これに対し，ダム使

用権の設定予定者たる地位は，将来，ダム使用権の設定を受け得るという手

続上の地位にすぎず（特定多目的ダム法１６条２項，１７条），実際にダム

使用権の設定を受けるには，実体的にダム使用権の設定要件に適合し（同法

５条，１５条２項），当該多目的ダムの建設に関する基本計画中にその旨が

規定される必要があるのであり（同法４条２項５号），そのようなダム使用

権の設定予定者たる地位をもって，およそ用益物権又は用益物権に類する性

格を有する権利であると解することはできないことは明らかである。したが

って，ダム使用権設定予定者の地位は，地方自治法２３８条１項４号の「地

上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利」には当たらない。

また，同項７号は，公有財産として「出資による権利」を掲げているとこ

ろ，ダム使用権の設定予定者は，多目的ダムの建設費の負担義務を負うが

（特定多目的ダム法７条），納付先である特定多目的ダムの建設主体は国土

交通大臣すなわち国であり（同法２条１項），それにより利益配当や残余財

産の分配を受けることもないから，多目的ダムの建設費の負担が「出資」で

あるといえないことは明らかである。

さらに，公有財産は，同法２３７条２項，２３８条の４以下においてその

貸付け，交換，譲渡等を制限する規定が置かれているが，そもそもダム使用

権の設定予定者たる地位について，貸付け，交換，譲渡等の処分がされるこ
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とはおよそ想定されていないのであって（特定多目的ダム法６条，２１条参

照），同法２３７条２項，２３８条の４以下の規定を適用する余地もない。

以上によれば，ダム使用権の設定予定者たる地位は，同法２３８条１項４

号の「地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利」，同項７号の

「出資による権利」のいずれにも当たらないことは明らかである。

(2) このほか，原告らは，ダム使用権の設定予定者たる地位は，地方財政法８

条の「財産」，地方公営企業法２０条，同法施行令１４条の「資産」に該当

する旨主張する。

しかしながら，地方自治法２３７条は「この法律において「財産」とは，

公有財産，物品及び債権並びに基金をいう。」と明示的に定義しており，し

たがって，同法２４２条にいう「財産の管理を怠る事実」の「財産」は，公

有財産，物品及び債権並びに基金に限られると解すべきであって，地方財政

法８条の「財産」や地方公営企業法２０条，同法施行令１４条の「資産」の

解釈いかんによって，地方自治法が明示的に定義した「財産」の内容が変容

を受けることはおよそ考え難いから，原告らの上記主張は失当であり，ほか

にダム使用権の設定予定者たる地位が同法２３７条及び２４２条の「財産」

に当たると解すべき理由はない。

(3) 加えて，ダム使用権設定申請を取り下げれば，そもそもダム使用権の設定

予定者たる地位自体を放棄することになり，そのような行為がダム使用権の

設定予定者たる地位の「管理」に当たるとは解することはできないから，ダ

ム使用権設定申請の取り下げを怠る事実が地方自治法２４２条の「管理を怠

る事実」に当たるとはいえない。

(4) 以上によれば，ダム使用権設定予定者の地位は地方自治法２３７条の「財

産」に該当せず，また，ダム使用権設定申請を取り下げないことは，同法２

４２条の「管理を怠る事実」に該当しないというべきである。

したがって，本件訴えのうち，同法２４２条の２第１項３号に基づき被告
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水道局長が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げる権利

の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める部分（前記第１の２）は，

不適法である。

２ 争点２（被告知事が被告課長らへの指揮監督権限を行使することにより，負

担金ないし繰出金の支出命令をさせないことを求める請求は，地方自治法２４

２条の２第１項１号の当該行為の差止請求に該当するか。）について

(1) 地方自治法２４２条の２第１項１号は，同法２４２条１項の請求に係る違

法な行為につき，「当該執行機関又は職員」に対する「当該行為」の全部又

は一部の差止めの請求をすることができる旨定めている。そして，客観訴訟

である住民訴訟は，法が定める場合に限って適法に訴えを提起することがで

きるのであり，それに該当しない訴えが不適法になることは，いうまでもな

いところである。

(2) そこで検討するに，同法２４２条の２第１項１号が，差止めの請求の対

象として掲記する「当該行為」とは，同法２４２条１項の請求に係る違法な

行為，すなわち，違法な「公金の支出，財産の取得，管理若しくは処分，契

約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担」をいうところ，被

告知事が被告課長らに対して指揮監督権限を行使することは，これらの各行

為のいずれにも該当しないことは明らかである。

また，地方自治法２４２条の２第１項１号の差止めの請求は，違法な財務

会計行為がされる前に当該行為の差止めを求めるものであって，差止めの対

象となる行為をするか否かを決定する権限を現実に有している者を被告とし

なければ，訴えを提起する目的を実現できないのであるから，同号にいう

「当該執行機関又は職員」とは，差止めの対象となる行為をする権限を現実

に有する者をいうものと解するのが相当であるところ，前記争いのない事実

等（第２の２(1)エないしカ）のとおり，原告らが問題とする各負担金及び

繰出金の支出命令を行う権限は，被告知事から被告課長らに対して委任され
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ており，被告知事は，これらの支出命令を行う権限を有していないのである

から，同号にいう「当該執行機関又は職員」に該当しないというべきである。

したがって，被告知事が被告課長らへの指揮監督権限を行使することによ

り，負担金ないし繰出金の支出命令をさせないことを求める請求は，地方自

治法２４２条の２第１項１号が定める差止めの請求に該当せず，不適法な訴

えであるというほかない。

この点につき，原告らは，被告知事に対して支出差止めを命じる判決があ

った場合は被告知事から権限委任を受けた被告課長らも当該判決に拘束され

ることになり，また，八ッ場ダム建設事業に関する費用負担は巨額であり，

被告課長らの判断により決定することは困難であって，被告知事が将来にお

ける支出の可否及び要否を判断すべきであると主張する。しかしながら，上

記のとおり，そもそも地方自治法２４２条の２第１項１号により，被告知事

に対して支出差止めを命じる判決をすることは予定されておらず，実際上も，

権限委任を受けた被告課長らに対して支出差止めを命じる判決がされるなら

ば，それで十分に目的を達成することができ，さらに，支出金額が高額であ

ることは，何ら上記の法解釈に影響を及ぼすものでないことは明らかである

から，この点についての原告らの主張は失当であるといわざるを得ない。

(3) したがって，本件訴えのうち，被告知事に対し，被告課長らへの指揮監督

権限の行使により負担金ないし繰出金の支出命令をさせないことを求める部

分（前記第１の３）は，地方自治法２４２条の２第１項１号の当該行為の差

止請求に該当せず，不適法である。

３ このほか原告らは，地方自治法２４２条の２第１項１号に基づき，被告水道

局長及び被告課長らに対し，本件各負担金の支出又は支出命令の差止めを求め

ているところ（前記第１の１，４），地方自治法２４２条の２第１項１号に規

定する執行機関等に対する行為の差止めを求める訴えは，その性質上，差止め

の対象となる行為が完了した場合には，訴えの利益を欠き，不適法になると解
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されるから，上記訴えのうち，本件口頭弁論終結日である平成２０年１１月２

５日までにされた本件各負担金の支出又は支出命令の差止めを求める部分は，

訴えの利益を欠き，いずれも不適法である。

４ 争点３（本件各負担金の支出は，地方自治法２条１４項，同条１６項，同法

１３８条の２，地方財政法４条１項，地方公営企業法１７条の２第２項に反し

違法であるか。）について

(1) 建設費負担金について

ｱ 建設費負担金の支出の違法性について

そもそも特定多目的ダム法７条１項は，ダム使用権の設定予定者は，多

目的ダムの建設に要する費用のうち，同項所定の額を勘案して，政令で定

めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない旨定めてお

り，基本計画においてダム使用権の設定予定者とされた以上，その者が，

建設費負担金を納付する時点で，ダム建設完了後に設定される予定のダム

使用権を利用する必要のあることを要件としていない。したがって，都が

国土交通大臣の納付通知を受けた時点で，都がダム使用権の設定予定者で

ある以上，ダム建設完了後，都に設定されることが予定されるダム使用権

が都の水道事業に客観的に必要となるか否かにかかわらず，法律上，都は

建設費負担金の納付義務を負うことになる。したがって，都がダム使用権

の設定予定者であり，国土交通大臣の納付通知がある以上，被告水道局長

は，当該納付通知を尊重し，その内容に応じた財務会計上の措置を採るべ

き義務があるから，被告水道局長が，国土交通大臣の納付通知に従って建

設費負担金を支出することは，財務会計法規上の義務に違反してされた違

法なものということはできない。

これに対し原告らは，ダム使用権の設定予定者は，ダム使用権の設定の

申請を自由に取り下げることができ，その場合は建設費負担金納付義務を

免れることができるから，被告水道局長には，負担金支出に見合う利水上
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の利益のないことが客観的に認められる場合には，ダム使用権の設定の申

請を取り下げて負担金納付義務を回避すべき義務があり，これをせずに漫

然と負担金の支払をすることは，被告水道局長が都に対して負っている誠

実執行義務（地方公営企業法６条，地方自治法１３８条の２）に反し違法

であると主張する。

しかし，都は，清浄にして豊富低廉な水の供給を図り，もって公衆衛生

の向上と生活環境の改善とに寄与することを究極的な目的とする水道法

（同法１条）に基づく水道事業を営んでいるところ，水道は，国民の日常

生活に直結し，その健康を守るために欠くことのできないものであり，か

つ，水は貴重な資源であることから（同法２条１項参照），都は，地方公

共団体として，当該地域の自然的社会的諸条件に応じて，水道の計画的整

備に関する施策を策定，実施するとともに，水道事業者として，水道事業

の適正かつ能率的な運営に努める責務を負い（同法２条の２第１項），給

水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは，正当な理由がな

ければ，これを拒んではならず，給水契約の成立した水道利用者に対し，

常時水を供給しなければならない（同法１５条１，２項）のであって，都

は，渇水によって都民の生活が極力影響を受けないよう努力する責務を負

っているというべきである。ダム使用権の設定の申請も，このような責務

を果たすべくされるものであるところ，一般にダムの建設は計画から完成

に至るまで長期間にわたり多額の費用を要するものであるから，ダム使用

権の設定の申請に当たっては，給水義務を全うするため，将来の経済，社

会の発展にも対応することができるよう，長期的な給水区域内の水道需要

及び供給能力を合理的に予測した上，水道事業の適正かつ能率的な運営の

観点から，その要否を慎重に検討，判断した上ですべきであり，そのよう

な検討，判断がされた上でダム使用権の設定の申請がされた以上は，その

後に生じた短期的な事情のみからその判断を変更することは原則として想
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定されていないというべきである。

そして，地方公営企業は，常に企業の経済性を発揮することを経営の基

本原則としているところ（地方公営企業法３条），被告水道局長は，水道

事業管理者として，地方公営企業法８条１項各号に掲げる事項を除くほか，

地方公営企業の業務を執行し，当該業務の執行に関し当該地方公共団体を

代表し（同法８条１項），予算の原案の作成，決算の調整，当該企業の用

に供する資産の取得，管理，処分，契約の締結，料金等の徴収など幅広い

事務を担任し（同法９条），地方公営企業の業務に関する契約の締結並び

に財産の取得，管理及び処分については条例又は議会の議決を要しないと

されていること（同法４０条１項）にかんがみると，企業の経済性を発揮

するためにはこれらの事務の遂行は被告水道局長の合理的な裁量に委ねら

れているというべきである。

したがって，被告水道局長が，既にしたダム使用権の設定の申請を取り

下げるか否かは，上記のように都に課せられた給水義務を全うするため，

長期的な給水区域内の水道需要及び供給能力を合理的に予測した上，水道

事業の適正かつ能率的な運営の観点から，慎重に判断すべきであって，そ

の判断が合理的な裁量の範囲を逸脱したものであるといえない限り，ダム

使用権の設定の申請を取り下げないことが違法であるとはいえず，被告水

道局長が都に対して負っている誠実執行義務（地方公営企業法６条，地方

自治法１３８条の２）に反するともいえないというべきである。

そこで，被告水道局長が八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げない判断

が，合理的な裁量の範囲を逸脱したものであるか否かについて，以下検討

する。

ｲ 水道需要予測について

(ｱ) 都の水道需要予測の概要について

a そこで，被告水道局長がダム使用権の設定の申請を取り下げない判
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断の前提としている水道需要予測について検討するに，証拠（乙１２

３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によれば，都は，昭和５０年度以降，

都の行政全体の将来像を示す長期計画に基づく社会，経済指標等を用

いて，水道需要予測を随時行っているところ，直近では，平成１２年

１２月に長期計画である「東京構想２０００」が策定されたことに伴

い，平成１５年１２月に予測の見直しを行ったこと，同予測では，区

部並びにα１２，α１３及び島嶼を除く多摩２８市町（計画区域）を

対象として，昭和６１年度から平成１２年度までの用途別使用水量実

績に適合する重回帰分析（水道需要の変動に関係が深い社会・経済等

の要因を説明変数として回帰モデル式を設定し，これに説明変数の将

来値を与えて予測する方法）のモデル式を選定し，これにモデル式を

構成する社会・経済指標の将来値を当てはめて，用途別に将来の一日

平均使用水量を求め，これらの使用水量を合算して計画一日平均使用

水量とした上で，計画有収率（総配水量に対し，漏水等を除き，料金

若しくはこれに準ずるものの対象となった水量の割合である「有収

率」の将来値）を設定し，さらに計画負荷率（一日最大配水量に対す

る一日平均配水量の割合を示す「負荷率」の将来値）により需要の年

間変動を考慮して，平成２５年度における計画一日最大配水量を推計

したことがそれぞれ認められる。

そして，証拠（乙１００，１２３，１２４，証人Ｐ５）及び弁論の

全趣旨によれば，社団法人日本水道協会が平成１２年３月に発行した

「水道施設設計指針２０００」（以下「本件指針」という。）には，

水道施設の整備計画や需要予測に関する基本的な考え方や具体的な手

法が記載されているところ，これによれば，基本計画の策定に当たっ

ては，事業の長期化に伴って施設整備の途上で整備計画と社会的ニー

ズの不整合が生じる可能性があるため，国や地方自治体が策定する長
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期的な地域・社会整備方針等との整合を図ることが重要であり，具体

的には，上位計画に基づいた人口動態予測や経済成長率等を反映させ

た的確な需要予測により将来計画を策定する必要があるとされている

こと，将来の水道需要量は，計画一日最大給水量によって示すとされ

ているところ，その一般的な算定手順として，各用途別の一日平均使

用水量実績を基にして，各計画用途別一日平均使用水量を推計し，こ

れを合算して計画一日平均使用水量とし，これを適切に設定した計画

有効率の値で除することにより計画一日平均給水量を算出し，これを

適切に設定した計画負荷率の値で除することにより計画一日最大給水

量を算出するという手法が掲記されていること，各用途別の一日平均

使用水量実績から各計画用途別一日平均使用水量を推計する手法とし

て，時系列傾向分析による推計（回帰分析の１つで過去の使用水量又

は原単位（一人当たり又は一件当たりの使用水量）の傾向が今後とも

続くものとみなし，実績の趨勢に最もよく適合する傾向線を用いて推

計する方法），重回帰分析による推計（原単位か使用水量のいずれを

推計するかを検討した上で，水道需要の変動に関係が深い社会・経済

等の複数の要因を説明変数として回帰モデルを設定し，これに説明変

数の将来値を与えて予測する方法）など複数の推計手法が紹介されて

いることがそれぞれ認められるところ，都の平成１５年１２月の予測

は，このような本件指針で示された方法に基本的に従って行われたも

のであって，合理的なものということができる。

b 都が重回帰分析による推計をした点について，原告らは，重回帰分

析などを用いた都の過去における予測はことごとく過大であったから，

都の予測値には全く説得力がない旨主張する。

しかしながら，重回帰分析自体は一般的な統計学的手法であり，本

件指針でも合理的な推計方法の１つとして示されており，また，それ
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ぞれの予測が合理的であるか否かは，設定されたモデル式の具体的な

内容いかんによるものと考えられるから，重回帰分析を用いた都の過

去の推計が仮に実際の結果と比べて過大であったとしても，平成１５

年１２月の予測で重回帰分析を用いたことが直ちに不合理であるとい

うことはできない。

また，原告らは，大阪府や横浜市は，生活用水の予測に当たり，洗

濯，風呂，炊事，水洗便所等の用途別に将来値を求め集計する手法を

用いることにより，一人当たり生活用水が減少すると予測しており，

最近の一人当たり生活用水の漸減傾向に沿った合理的な予測であるか

ら，都においてもこのようにきめ細かな予測手法を採用しなければな

らない旨主張する。

しかしながら，使用目的別分析による推計手法を採ったとしても，

用途別の将来値をそれぞれ推計する作業が必要となるから，予測の正

確性は，それぞれの用途別の具体的な将来値の推計作業の正確性に左

右されることになるのであって，使用目的別分析を用いること自体が

直ちに予測の正確性を担保するものとは解し難い上，長期的に，上位

計画に基づいた人口動態予測や経済成長率等を反映させることが必要

とされる水道需要予測としては，その具体的な予測結果が，直近の短

期的な一人当たり生活用水の増減傾向と異なるものとなったからとい

って，直ちに不合理なものであるということはできない。

このほか本件全証拠によっても，都が重回帰分析による推計をした

点が不合理であるとは認められない。

(ｲ) モデル式の設定と計画一日平均使用水量の算出について

a 次に，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によれば，都

は，重回帰分析によるモデル式を設定するに当たって，実績期間であ

る昭和６１年度から平成１２年度の使用水量を，生活用水，都市活動
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用水及び工場用水の３用途に区分して検討したこと，生活用水につい

ては，経済動向，世帯の規模，節水意識などの要因の影響を受けると

考えられることから，計画区域について政府機関等が公表した数値や

指標の中から，経済要因として，都内総生産，雇用者報酬，雇用者報

酬＋家計財産所得，個人所得を，規模要因として平均世帯人員を，節

水要因として年次を，それぞれ説明変数の候補として選定し，これら

を様々に組み合わせてモデル式を構成して一人一日当たり使用水量を

算定し，その結果と過去の実績値との適合性を比較検討した結果，最

もよく適合した，個人所得と平均世帯人員を用いたモデル式である

生活用水一人一日当たり使用水量＝ＥＸＰ（4.14034）×（個人所

0.242654 -0.571423得） ×（平均世帯人員）

を採用したこと，都市活動用水及び工場用水については，一日当たり

使用水量について同様に，それぞれ年間商品販売額及びサービス業総

生産（都市活動用水），第二次産業従業者数（工場用水），年次を説

明変数としたモデル式を採用したこと，その上で，それぞれの説明変

数の将来値を，それと関連のある「東京構想２０００」の基礎指標を

基に算定して，モデル式に代入し，平成２５年度における用途毎の計

画一日平均使用水量を算出したところ，生活用水は３３２万３０００

立方メートル，都市活動用水は１１９万２０００立方メートル，工場

用水は７万１０００立方メートル，合計４５８万６０００立方メート

ルであったことがそれぞれ認められる。

そして，証拠（乙１００，１２４）によれば，都が用いた説明変数

のうち，個人所得，平均世帯人員，年間商品販売額，サービス業総生

産及び第二次産業従業者数は，本件指針において，いずれもこれらと

同一若しくは同種の数値が説明変数として例示されていることが認め

られ，また，社会通念に照らして，年次が進むにつれて，節水技術の
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進展や節水意識の浸透により節水効果が高まると措定することが不合

理であるとは考え難いから，都の採用したモデル式は，一般的なモデ

ル式の設定手法に基づき設定されたものであったと考えられる。さら

に，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）によれば，とりわけ生活用水の一人

一日当たり使用水量の算定に用いたモデル式は，予測に用いた実績期

間である昭和６１年度から平成１２年度までにおける推計値と実績値

がよく一致している一方，都が推計した最終的な計画一日平均水量は，

平成１７年度でみれば，予測値が４４８万３０００立方メートルに対

し，実績値が４２５万９０００立方メートル，その差は２２万４００

０立方メートル（予測値の約４．９９パーセント）にとどまり，実績

値との間に大きな乖離が生じているとはいえないことが認められるの

であって，このほかに都の計画一日平均使用水量の算出過程に不合理

な点があると認めるに足りる証拠はない。

b 以上の点について原告らは，都の算定した生活用水の一人一日当た

り使用水量は，実績が平成６年度以降は横這い傾向，平成１０年度以

降は漸減傾向になっているのに，一貫して増加の一途を辿っていて明

らかな過大予測であるところ，平成１５年１２月の予測は，実績との

乖離が明瞭な平成１０年１月の予測の手法を基本的に踏襲したもので

あることから，確実に過大予測となることが予見できたはずであり，

その原因は，説明変数である個人所得と平均世帯要員がいずれも増加

要因として働くようにされていて減少要因が含まれていないというモ

デル式自体にあり，これは，都が将来の水道需要を大きくしたいとい

う意図のもと，恣意的な予測をした結果に他ならないと主張する。

しかしながら，ここでいう一人一日当たり使用水量は，あくまで計

画値であるから，長期的な水道需要予測をする上で，給水人口が予想

外に増加した場合等でも給水に支障が生じないよう，ある程度の余裕
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をもって設定することもあながち不合理であるとはいい難いところ，

実績が平成６年度以降は横這い傾向，平成１０年度以降は漸減傾向に

あり，その要因が原告らの主張する節水型機器の普及や漏水量の減少

にあったとしても，それらにも自ずから限界があることからすれば，

一時点の漸減傾向と同様の減少傾向がその後も将来にわたり長期間続

くことが明らかであるということはできないのであって，一時点での

実測値が計画値を下回ったからといって，直ちに不合理な過大予測で

あるということはできない。また，都の設定したモデル式においては，

独立した節水要因を掲げていないが，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）に

よれば，都は，節水要因として年次を説明変数としたモデル式を含む

様々なモデル式を試作して過去の実績値との適合性を検討したが，そ

の結果，節水要因としての年次を説明変数に用いて生活用水の一人一

日当たり使用水量を試算することについて統計的有意性が認められず，

他方で，個人所得と平均世帯人員を説明変数として用いた前記aのモ

デル式は，モデル式の適合度を示す決定係数が０．９以上（０．９４

５），説明変数の有意性を示す検定数値（ｔ値）が絶対値２以上（個

人所得につき７．１７，平均世帯人員につき－８．３８）となり，統

計的な有意性があると判断されたことから，上記のモデル式を採用し

たことが認められ，他に節水要因を独立に説明変数として用いたモデ

ル式で，実績値との適合性が上記のモデル式より高いものが存在する

ことを認めるに足りる証拠はないのであるから，都が設定したモデル

式に独立の節水要因が掲げられていないからといって不合理であると

はいえない。他方で，実績期間である昭和６１年度から平成１２年度

までに生じたのと同様の節水傾向は，そのような実績値に基づいて構

築された前記のモデル式に織り込み済みであるということができると

ころ，平成１３年度以降にそれまでと異質な節水傾向が発生したこと
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を認めるに足りる証拠はないのであるから，都が将来の水道需要を大

きくしたいという意図のもと，恣意的な予測をしたとはいい難く，こ

の点についての原告らの主張は採用できない。

(ｳ) 計画有収率の設定及び計画一日平均配水量の算出について

次に，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によれば，都は，

上記のとおり算出した計画一日平均使用水量から計画一日平均配水量を

算出するための計画有収率を設定するに当たり，有収率は，実績期間に

おいて昭和６１年度の８２．０パーセントから平成１２年度の９０．５

パーセントまで向上していたところ，有収率は漏水量に大きく左右され

るものであって，計画的に漏水防止対策を進めることなどにより確実に

向上させることができることから，平成２５年度における計画有収率を

９４パーセントと設定した上，平成２５年度における計画一日平均使用

水量４５８万６０００立方メートルを０．９４で除して，平成２５年度

における計画一日平均配水量を４８７万９０００立方メートルと算出し

た（4,586,000÷0.94＝4,878,723）ことが認められ，以上の計算過程に

何ら不合理な点は窺えない。

(ｴ) 計画負荷率の設定及び計画一日最大配水量の算出について

a また，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によれば，都

は，上記のとおり算出した計画一日平均配水量から計画一日最大配水

量を算出するための計画負荷率を設定するに当たり，負荷率は天気，

気温等の気象条件や渇水，都市の性格，生活様式，企業活動等の社会

条件など，様々な要因が複合的に影響して変動するものであって，傾

向分析により将来値を推計することは困難であるところ，一日最大配

水量の実績値が計画値を上回れば供給能力の不足を来すことになるこ

とから，水道水の安定供給確保の観点から計画負荷率を低めに設定す

る必要があるとの判断のもと，実績期間である昭和６１年度から平成
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１２年度までの実績値を踏まえ，実績値が計画値を超えることのない

ように，最低値である８１パーセントと設定した上，平成２５年度に

おける計画一日平均配水量４８７万９０００立方メートルを０．８１

で除して，平成２５年度における計画一日最大配水量を６００万立方

メートルと推計した（4,879,000÷0.81＝6,023,456）ことが認められ

る。

そして，証拠（乙１００，１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨に

よれば，本件指針において，負荷率は，都市の規模，都市の性格，気

象条件等によって左右されることから，計画負荷率の設定に当たって

は，長期的傾向を把握するとともに過去の実績値や給水人口別負荷率，

他の類似都市との比較を行い，気象による変動条件にも十分留意して

計画値を決定するものとされるにとどまり，具体的な算定手法の紹介

や例示がされていないこと，平成１８年度に都水道局総務部が実施し

た調査結果によれば，他の主要な都市の計画負荷率は，札幌市８０．

０パーセント，千葉市７９．７パーセント，川崎市８４．６パーセン

ト，横浜市７９．７パーセント，京都市７７．０パーセント，神戸市

８５．０パーセント，広島市７８．０パーセント，北九州市８３．５

パーセント，福岡市８２．９パーセントであったことがそれぞれ認め

られるのであるから，都が水道水の安定供給確保の観点を重視し，計

画負荷率として実績期間における実績値の最低値を採用した手法が特

段不合理であるとはいえないし，都の採用した計画負荷率８１パーセ

ントが，他の主要都市と比較して格別低い値であるともいえず，他に

都の採用した計画負荷率が不合理であることを窺わせる証拠はない。

b この点について原告らは，負荷率は確実な上昇傾向にあって，平成

１９年度は９０パーセントを超えており，これは大阪府水道部が分析

するように，屋外プールの減少，洗濯乾燥機の普及，空調機器の普及
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という確かな要因によるものであるから，大阪府と同様，過去５年間

の負荷率の最小値をとるべきであったと主張する。

しかしながら，負荷率は年度による変動が大きいものであって，例

えば平成元年度は８７．８パーセントであったのに対し平成２年度が

８２．０パーセントと，１年で５．８ポイント減少し（被告準備書面

(16)の２０頁・表１参照），近時も平成１２年は９０．９パーセント

であったのが，平成１３年度には平成１０年度（８６．５パーセン

ト）と同程度まで減少している（甲６の１０頁，被告準備書面(16)の

２０頁・表１参照）のであるから，負荷率の上昇が確実であると即断

することはできないし，大阪府水道部が分析する負荷率の上昇要因に

ついても，それらが負荷率の上昇にどの程度寄与するのか明らかでは

なく，気象条件等，その他の変動要因の効果を完全に否定するものと

はいえないのであるから，都が大阪府と同様，過去５年間の負荷率の

最低値（平成８年度から平成１２年度まででは，平成８年度の８３．

７パーセント）を採らなかったことが不合理であるとはいえない。

また，原告らは，利根川流域の県の水道需要予測は，ほとんどが過

去１０年間の最低値を採用し，平成２０年７月４日の閣議決定で変更

された後の利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画（以

下「第５次利根川荒川フルプラン」という。）の策定段階で国土交通

省が示した水道需要予測では，過去１０年間で小さい方の３か年の平

均値を採用しているから，都は架空の水道需要を作出するために，計

画負荷率を恣意的に低く設定したと主張する。

しかしながら，都は日本の首都であり，人口が集中し，政治・経済

・文化の中枢機能が高度に集積した東京を計画区域としており，ひと

たび渇水が生じれば社会的に大きな混乱が生じることは想像に難くな

いのであるから，このような都市の性格を重視して，利根川流域の各
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県や国土交通省と比較して，水道水の安定供給確保の観点に重きをお

いた手法を採用することは，むしろ合理的な理由があるといえるので

あって，他県や国土交通省と異なる方法で計画負荷率を設定したのが

恣意的であるとの原告らの主張は採用できない。

(ｵ) 原告らの主張する計画再検討義務について

このほか原告らは，第５次利根川荒川フルプランの策定のため，関係

都県が平成１９年１０月ころに水需給計画を国土交通省に提出するに当

たり，他県は新しい水道需要予測を行ったのに対し，都は，従前の水需

給計画における水道需要予測が実績と乖離し，その乖離が年々拡大して

きているにもかかわらず，新しい水道需要予測に取り組もうとしておら

ず，行政としての計画再検討義務を放棄した違法があると主張する。

しかしながら，原告らが予測と実績との乖離であると指摘するところ

は，主として生活用水の一人一日当たり使用水量と計画負荷率に由来す

るものであるところ，前記(イ)記載のとおり，生活用水の一人一日当た

り使用水量は，現時点で漸減傾向がみられるからといって同様の傾向が

その後も将来にわたって長期間続くことが明らかであるとはいえず，あ

る程度多めに算出することもあながち不合理であるとはいい難いし，ま

た，前記（エ）記載のとおり，計画負荷率については，水道水の安定供

給確保の観点に重きをおいた手法を採用することは合理的な理由がある

ことであるから，計画年次より前の中間年次における実績値と差違があ

るからといって，それが直ちに不合理な乖離であるということはできな

い。また，証拠（乙１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によれば，都

は，昭和５０年度以降，概ね長期計画の策定に伴い水道需要予測の見直

しを行ってきており，直近の予測がされた平成１５年から前回の予測が

された平成９年までは６年間，平成９年の予測からその前の予測がされ

た平成２年までは７年間経過していることが認められることからすると，
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平成１５年１２月の予測から３年余り経過したにすぎない平成１９年１

０月ころに予測の見直しをしなかったからといって，予測の見直しをす

べき義務を懈怠したり放棄したということはできず，他に都が計画再検

討義務を放棄した違法があることを認めるに足りる証拠はない。

(ｶ) 小括

以上のとおりであって，本件全証拠によっても，平成２５年度におけ

る計画一日最大配水量を６００万立方メートルと推計した都の水道需要

予測に，不合理な点があるとは認められない。

ｳ 保有水源量について

(ｱ) 都の保有水源量の評価の概要について

まず，証拠（乙８４，８５，１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨に

よれば，平成２０年４月１日に滝沢ダムに係る水利権が許可されたこと

により，現在，都が保有水源量として評価しているのは，別紙「保有水

源（現在）」記載のとおり，日量約６３０万立方メートルであり，うち

約８割に相当する約４９２万立方メートルは利根川・荒川水系のもので

あること，この保有水源量には，都が，河床の低下等により取水の安定

性に問題があるとしている日量約８２万立方メートル（課題を抱える水

源），渇水時など河川の流況が悪化した際に他に先駆けて取水制限を受

けるとしている日量約１２万立方メートル（不安定水源）が含まれてお

り，水源施設が完成しているなど取水の安定性が高いとしている水源

（安定水源）から得られる水量は日量約５３６万立方メートルであるこ

と，都が将来の保有水源量として評価しているのは，別紙「保有水源

（将来）」記載のとおり，日量約６８０万立方メートルであり，これも

上記の課題を抱える水源及び不安定水源を含めたものであること，都は，

計画上の利用量率（取水地点から浄水場に至るまでの導水施設からの漏

水や浄水場で維持管理上必要となる作業用水などにより，取水から浄水
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場を出るまでの過程で生じる損失を考慮して，取水量を配水量に換算す

るための計画上の値）として，水系別に別紙「保有水源（将来）」記載

の利用量率欄のとおり設定しており，都全体の計画上の利用量率は９３．

４パーセントとなること，都の現在の保有水源量日量約６３０万立方メ

ートル，将来の保有水源量日量約６８０万立方メートルは，いずれも，

昭和５１年４月に国が利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本

計画を策定する際に，計画当時の河川流況を基に，水供給の安定性の水

準を示す利水安全度を１／５，すなわち概ね５年に１回程度発生する渇

水時に必要な水を安定的に取水できることを目標とした計画における供

給可能量を前提とした水源量であることがそれぞれ認められる。

(ｲ) 計画上の利用量率について

a 上記の都の保有水源の評価のうち，計画上の利用量率について検討

するに，証拠（乙１００，１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全趣旨によ

れば，本件指針において，水道は，渇水等の災害時及び事故等の非常

時においても，住民の生活に著しい支障を及ぼすことがないよう，給

水の水量的な安定性を確保することが求められており，そのためには，

計画取水量，計画浄水量，計画給水量などの決定に当たっては，それ

ぞれの水道施設の条件により，余裕を見込んでおくこと等についても

考慮し，併せて，これに見合った水利権を確保する必要があるとされ

ていること，計画取水量は，取水から浄水処理までの損失水量を考慮

して，計画一日最大給水量の１０パーセント程度増しとして定めてい

ること，また，利用量率の実績は漏水や原水の水質等により毎日変動

するため，毎日安定的に給水するためには，計画上は日々の利用量率

が低い状況になったときに必要な需要量を配水できるように設定する

必要があるとの考え方を前提とした上で，α１４から取水した水がα

１５を経由することによる影響を除くために，浄水場に取り込まれた
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水量（原水量）に対する配水量の割合を元に，日単位の利用量率（対

原水）を求めてみると（乙１２３の１９頁・図７参照），最下限は約

９０パーセントであるものの，ほとんどが上記の都全体の計画上の利

用量率である９３．４パーセントを下回ることがないこと，また日単

位の利用量率（対原水）の年度別の平均は９５パーセントから９７パ

ーセントの間で推移し，直近の平成１９年度の平均値は９５パーセン

トであったことがそれぞれ認められるのであるから，本件指針の内容

や，上記の利用量率の実績に照らして，都全体の計画上の利用量率が

９３．４パーセントとされていることは相当な数値であると考えられ，

本件全証拠によっても，都の設定した計画上の利用量率の値が不合理

に低いものであるとは認められない。

b この点について原告らは，保有水源量は取水可能量を示しているも

のであり，また浄水場の浄水工程内の滞留水量は毎日増減があって毎

日の取水量と配水量は対応するものでないから，日単位の利用量率

（対原水）と比較するのは誤りであり，年単位の利用量率の実績は９

７パーセントから９９パーセントの間にあるから，都全体の計画上の

利用量率は実績より大幅に小さく，これにより保有水源を過小評価し

ていると主張する。

しかしながら，本件指針にあるように，そもそも利用量率は，給水

の水量的な安定性を確保するための余裕として設定するものであるか

ら，その具体的な設定は必然的に裁量的な判断に基づくものとなると

ころ，利用量率の実績が漏水や原水の水質等により日々変動すること

は否定できないのであるから，日々の利用量率が低いときでも必要な

需要量を配水できることを担保すべきであって，日単位の利用量率と

比較することが不合理であるということはできず，また，それが年単

位の利用量率の値より小さいからといって，直ちに不合理なものであ
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るということもできない。

また，原告らは，都が用いる水系別の計画上の利用量率は，根拠が

明らかでなかったり，６０年ないし８０年前の数字を踏襲したもので

あって，根拠がないと主張する。

しかしながら，都全体の計画上の利用量率が妥当なものであること

は既にみたとおりであるから，水系別の計画上の利用量率の根拠が判

然としないからといって，保有水源の評価全体の合理性に影響すると

はいえず，原告らの上記主張も理由がない。

このほか原告らは，最近の浄水場は職員のトイレ排水や雑排水以外

は排水を一切出さない完全クローズドシステムになっているところが

ほとんどであり，そのような浄水場では利用量率が概ね９８パーセン

ト以上になっているから，都全体の計画上の利用量率９３．４パーセ

ントは現状とかけ離れていると主張する。

しかしながら，原告らの主張によっても，クローズドシステムであ

るはずのα１６浄水場の利用率が９０パーセント前後まで低下してい

るというのであるから，最近の浄水場では利用量率が概ね９８パーセ

ント以上になっているという原告らの主張の前提自体に疑問があると

いわざるを得ず，原告らの上記主張に与することはできない。

(ｳ) 多摩地区の地下水について

a 都は，多摩地区の地下水については，地盤沈下のおそれ及び水質問

題があり，将来にわたり安定的な水源として位置付けることが困難で

あるとして，保有水源に含めていないところ，証拠（乙１０１）によ

れば，東京都環境局が平成１８年５月に作成した「東京都の地盤沈下

と地下水の現況検証について」（以下「平成１８年報告書」とい

う。）は，平成１２年から平成１６年にかけての地表面の変動量をみ

ると，都内の多くの地域において年間０ないし３．９ミリメートルの
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地盤沈下が継続し，特に，多摩台地部においては，４１観測井のうち

３８井で地表面の変動として沈下を記録し，そのほとんどの地域で２

００メートル以深の洪積層が依然として収縮していること，渇水年は，

通常年に比較して地下水位が低下する傾向にあり，大きいところでは

５メートル程の水位低下が生じており，こうした水位低下や渇水時に

おける地下水揚水量の増加が認められた地域においては，平常年と比

較して地盤沈下量が増加していることから，渇水年においては地盤沈

下に配慮した地下水の利用が望まれること，地盤沈下は，一度沈下が

起こると元の地盤高に回復することは不可能であり，かつ，年間の沈

下量がそれほど大きくない場合であっても，長期的にみれば累積的に

沈下が進行するという特徴があることに留意すべきであり，地盤沈下

が発生すればその対策に莫大な経費が必要なことから，地盤沈下を未

然に防止するための対策を実施することが不可欠であること，そのた

め，現時点においては，揚水規制を継続し，現状の地下揚水量を超え

る揚水を行わないことが必要であり，多摩台地部では地下水位が上昇

傾向にないことから，今後も地下水の涵養対策を推進することが必要

であると結論付けていることがそれぞれ認められる。

そして，証拠（甲２６，乙１２３，１２４）及び弁論の全趣旨によ

れば，本件指針において，地下水は地表の汚濁源からの汚染を受けた

場合は水質の回復に極めて長期間を要する旨指摘されているところ，

多摩地区の地下水は，これまでトリクロロエチレン，ジオキサンなど

の地下水汚染物質が検出されたことから，一部の井戸の使用が中止さ

れたことが認められる。

以上のとおり，多摩地区においては，地表面の地盤沈下が継続して

おり，従来の揚水規制を継続するとともに地下水の涵養対策を推進す

ることが要請されていて，特に渇水年においては地盤沈下に配慮した
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地下水利用が必要であるとされているのであって，今後将来にわたり，

特に渇水年において，従来同様の利用が可能であることが保障されて

いるのではない上，地下水の汚染源を具体的に特定して予測し，事前

に対策をとることは困難であると考えられるところ，現実に地下水汚

染が発生していて，地下水が一度汚染されれば，長期間にわたって使

用できなくなるのであるから，地下水が将来にわたり安定的な水源で

あるとはいえないとして保有水源に含めていない都の判断は，不合理

であるということはできない。

b これに対し，原告らは，都内の地盤沈下は昭和６０年以降沈静化し，

環境省が問題視する年間２センチメートルを多少超える沈下がみられ

たのは，渇水年であった平成６年だけであるから，地盤沈下が２０年

前から沈静化しており，多摩地区の地下水利用を削減する必要はない

旨主張する。

しかしながら，仮に，多摩地区の地下水利用について，現時点で削

減する必要があるとはされていないとしても，将来にわたり削減する

必要が生じないことが確実視されていない以上は，直ちに将来にわた

っての安定的な水源であるとみなすことができるということにはなら

ない。

また，原告らは，東京都環境保全局が，平成５年１２月１５日付け

「水道水源用井戸の掘り替えについて」（甲Ｃ１９）において，水道

水源用井戸の掘り替えについては，既存の井戸と同等以下の揚水能力

とする場合に限り認めるとしていることから，多摩地域の水道用地下

水を全面転換する根拠がなくなった旨主張する。

しかしながら，上記取扱いは，平成４年の地下水実態調査報告書に

おいて，地下水の水収支は平衡状態に近く，現在の地下水位を維持し

ていれば，地盤沈下が進行する可能性は少ないとされていることを理
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由として，当面の取扱いとしてされたものにすぎないところ，平成１

８年報告書によれば，α１７観測所では，平成４年から平成８年にか

けて地盤は沈下から隆起に転じていたが，平成８年の渇水を境に地盤

は再び沈下傾向を示しており，α１８観測所では，平成４年から５年

にかけて，地盤は沈下から隆起に転じたが，平成６年の渇水期以降，

地盤は沈下傾向を継続しているとした上で，多摩台地部を中心に地表

面は依然として沈下していることから，「Ｈ１１設定水位」を維持す

れば，地盤沈下は全く起こらないとは言い切れないことが明らかとな

ったとされていること（乙１１８）からすれば，平成５年１２月の取

扱いで前提とされた地盤沈下の状況はその後悪化したと考えられるの

であって，平成５年１２月時点での取扱いを理由に，多摩地区の地下

水を，将来にわたり安定的な水源とみなすことができるとはいえない。

このほか原告らは，平成１８年報告書のまとめとして，「現状の地

下揚水量を超える揚水を行わないことが必要である。」と書かれてい

ることから，既設井戸については揚水量を現状より増やさなければ現

在の利用を続けることに支障はないという結論になっていると主張す

る。

しかしながら，平成１８年報告書の内容は既に検討したとおりであ

って，多摩台地部では地下水位が上昇傾向にないことから，今後も地

下水の涵養対策を推進することが必要であるとされているのであるか

ら，無条件に既設井戸について現在の利用を続けることを容認するも

のとはいえない。

原告らはまた，多摩地域の水道水源井戸２９０本のうち，汚染で休

止されたものは９本（３パーセント）にすぎず，汚染物質の除去装置

を設置すれば利用可能であるから，地下水汚染の理由は水道用地下水

切捨ての理由にならないと主張する。
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しかし，証拠（甲２６）によれば，上記９本のうち６本は平成１４

年中に休止され，１本は平成１５年に休止されたことが認められると

ころ，このように近年に複数の井戸が休止されていることからすると，

近い将来，同様に，地下水汚染を理由に井戸が休止されることが起こ

るおそれを否定できない。また，いかなる地下水汚染であっても除去

装置を設置すれば利用可能となるとは即断し難く，清浄な水の供給義

務を負う水道事業者たる都として，汚染された井戸の利用を休止する

ことが，利用者の安全を確保する上で不必要，不合理であるなどとは

いえないことは明らかであり，原告らの上記主張も採用できない。

原告らはこのほか，都のように，現在使っている水道用地下水を水

源として評価しない自治体は，利根川流域の他県では例がないと主張

する。

しかし，前記イ(エ)b記載のとおり，首都東京を抱える都において

は，水道水の安定供給確保の観点に重きをおいた計画を採用すること

は，むしろ合理的な理由があるといえるのであって，利根川流域の他

県と異なるからといって，都の評価方法が不合理であるとはいえず，

原告らの上記主張もまた採用できない。

(ｴ) 利水安全度について

a 前記(ア)記載のとおり，都の現在の保有水源量日量約６３０万立方

メートル，将来の保有水源量日量約６８０万立方メートルは，いずれ

も，利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画策定時に，

計画当時の河川流況を基に，利水安全度を１／５，すなわち前記のと

おり概ね５年に１回程度発生する渇水時に必要な水を安定的に取水で

きることを目標とした計画における供給可能量を前提としたものであ

るところ，証拠（乙８４ないし８６）及び弁論の全趣旨によれば，利

根川・荒川水系における計画上の利水安全度１／５は，木曽川水系，
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淀川水系及び筑後川水系における計画上の利水安全度１／１０より低

水準である上，利根川水系では，昭和４７年から平成１６年までの３

３年間で１３回の取水制限がされており，平成６年度から平成１５年

度までの１０年間でみれば，夏冬合わせて５回（平成６年度１回６７

日，平成７年度１回７６日間，平成８年度２回９７日間，平成１３年

度１回１８日間），渇水による取水制限がされ，うち２回は１５パー

セントの給水制限が，うち２回は自主節水の要請がそれぞれされてい

ることから，利根川水系における現況の利水安全度は１／２から１／

３というべき状態にあることが認められる。

そして，証拠（乙８４，１０４，１２３，証人Ｐ５）及び弁論の全

趣旨によれば，都は，平成９年５月に策定した「東京水道新世紀構想

－ＳＴＥＰ２１－」において，給水安全度１／１０，すなわち１０年

に１回程度発生する厳しい渇水時において給水制限が起きない安全度

を目標とすることを公表したこと，都は，給水安全度を向上させる施

策のうち，節水施策の推進は，具体的な数値化が難しく，地下水の有

効活用は，地下水から将来にわたり安定的な取水を見込むことができ

ないことなどから，給水安全度１／１０を確保するためには，都の保

有水源の約８割を占める利根川・荒川水系の利水安全度１／１０をみ

たす水源の確保が必要であると判断していることがそれぞれ認められ，

上記判断に特段不合理な点はない。

さらに，証拠（乙８６，１２０，１２３，１２６，証人Ｐ５）及び

弁論の全趣旨によれば，国土交通省の資料によると，利根川水系では，

近年の少雨傾向により河川流況が減少傾向にあることから，河川から

安定的に取水できる水量が当初計画した水量より減少しているとされ

ており，具体的には，昭和５８年から平成１４年までの２０年間の河

川流況を基にして利水安全度１／１０を得られるよう評価すると，α
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１９導水及びα１９開発を除く利根川水系からの取水可能量は２１．

４パーセント減少し（評価率７８．６パーセント），荒川水系からの

取水可能量は２８．２パーセント減少する（評価率７１．８パーセン

ト）とされたこと，上記切下率（評価率）を基にして都の将来の保有

水源量を算定し直すと，別紙保有水源（将来）（利水安全度１／１

０）のとおり，日量５９０万立方メートル程度となることがそれぞれ

認められ，以上の算定方法が不合理であることを窺わせる証拠はない。

b この点について原告らは，ダム起業者でもある国土交通省が，建設

計画の段階では利水参加者に一定の水量の供給を約束しておきながら，

より厳しい渇水年がくれば供給量が大きく減ってしまうというのは，

契約不履行に他ならず，負担金額はそれに対応して小さくなるべきで

ある旨主張する。

しかしながら，そもそも上記の切下率の設定について，仮に起業者

である国土交通省に責任があるとしても，それによって，建設費負担

金の額が当然に減額されるべきであると解すべき理由はない上，上記

切下率は，近年の少雨傾向による河川流況の減少傾向を踏まえた上で，

利水安全度を１／５から１／１０に高めた場合のものであるところ，

少雨傾向による河川流況の減少傾向は気象の変化という不可抗力に基

づくものであり，利水安全度の向上は，水道事業者である都が給水安

全度１／１０という目標を実現する上で必要であると判断したことか

ら採用されたものであって，ダム起業者である国土交通省の責めに帰

すべきものではないから，いずれにせよ原告らの上記主張は採用でき

ない。

また，原告らは，情報公開請求によって取得した国土交通省の第５

次利根川荒川水系フルプラン案の説明資料（甲２１号証の添付資料２

の４枚目）からするならば，国土交通省は，冬季にはかんがい用水が
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激減するにもかかわらず，実際の流量より過大な確保流量を設定した

上で，利水安全度１／１０では供給可能量が大幅に減るという，現実

と遊離した説明をしていると主張する。

しかしながら，国土交通省が，原告ら主張の上記説明資料に従って

利水安全度１／１０における供給可能量を算定したと認むべき証拠は

存在しないのであって，国土交通省が現実と遊離した説明をしている

という原告らの上記主張は採用できない。

(ｵ) その他の原告らの主張について

このほか原告らは，最近２０年間で東京都水道で取水制限がされたの

は４年のみであり，都民の実生活への影響はほとんどなかったところ，

給水制限が行われた最も近年の平成８年度と平成２０年度を比較すると，

一日最大配水量が減少する一方，保有水源は増加しているから，同程度

の渇水が発生してもその影響はさらに軽微となるはずであると主張する。

しかしながら，証拠（乙１０２，１０３）及び弁論の全趣旨によれば，

例えば平成６年の渇水では，７月２９日から９月１９日までの間，最大

で１５パーセントの給水制限が続き，最長で昼夜併せて１２時間に及ぶ

減圧給水を余儀なくされたほか，公園などの噴水の中止，プールの使用

時間の短縮，工場の生産ライン縮小などの社会的影響が発生したことが

認められるから，給水制限の都民の実生活への影響はほとんどなかった

とは到底いえない。また，原告らの主張は，近年の一日最大配水量の減

少傾向が今後も継続することを前提とするものであるところ，平成２５

年度における計画一日最大配水量を６００万立方メートルとした都の推

計が不合理なものであるといえないことは既に検討したとおりであるか

ら，結局，原告らの上記主張は前提を欠くものといわざるを得ず，採用

できないといわざるを得ない。

さらに，被告らが引用する国土交通省ホームページの八ッ場ダムによ
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る取水制限日数削減効果に関するグラフ（甲Ｃ２８号証３枚目参照）で

は，例えば平成８年の渇水時に１１７日間の取水制限が行われたが，そ

の時点で八ッ場ダムが完成していれば１７日間の取水制限にとどまった

とされていることについて，原告らは，八ッ場ダムの洪水期（７月から

９月まで）の利水容量は２５００万立方メートルしかないにもかかわら

ず，八ッ場ダム完成後は既存ダムと合わせた貯水量が７６７９万立方メ

ートル増加するというのは，現実にはあり得ない過大な計算がされてお

り，実際には八ッ場ダムが完成しても渇水の状況が変わることはないと

主張する。

しかしながら，原告らの主張は，八ッ場ダム完成後も，既存ダムの貯

水量が同一であることを当然の前提とするものであるところ，八ッ場ダ

ムの利水容量が洪水期（７月から９月まで）に減少するのを見越して，

６月までは既存ダムからの流水を削減して八ッ場ダムからの流水により

流量を確保する等の方法で，既存ダムの貯水量を増加させることにより，

水系全体の貯水量を高めたとしても，１つの水系に複数のダムが設置さ

れている場合の運用として何ら不合理なものではないのであるから，上

記計算が現実の条件を無視した意図的なものであるとは到底いえず，他

に上記計算が不合理なものであることを窺わせる証拠はなく，原告らの

上記主張もまた採用できない。

(ｶ) 小括

以上のとおりであって，本件全証拠によっても，都が八ッ場ダム完成

後の将来の保有水源量を日量５９０万立方メートル程度と評価すること

に，不合理な点は認められない。

ｴ 建設費負担金の支出に関するまとめ

以上によれば，都が，平成２５年度における計画一日最大配水量を６０

０万立方メートルと推計し，課題を抱える水源及び不安定水源を含む，八
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ッ場ダム完成後の将来の保有水源量を日量５９０万立方メートル程度と評

価したことに不合理な点はなく，これらを前提とすれば，被告水道局長に

よる八ッ場ダムによる水源確保が必要であるとの判断は合理的な裁量の範

囲を逸脱したものとはいえない。

このことは，証拠（乙８４，８７の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，

厚生労働大臣による水道水源開発等施設整備費補助金の交付を受けている

地方公共団体は，厚生労働省が定めた水道施設整備事業の評価実施要領に

基づき，社会経済情勢等の変化，事業の進捗状況等を踏まえたコスト縮減，

代替案立案等の可能性の検討等により，原則として５年経過毎に当該水道

施設整備事業の再評価を行い，必要に応じて事業の見直し等をすることと

されているところ，都水道局においては，学識経験者等により構成される

事業評価委員会を設置し，平成１７年３月２９日，同委員会において，事

業の利水上の必要性及び費用対効果が確認され，建設に要する費用の概算

額を約４６００億円とした第２回改定後の八ッ場ダムの基本計画による整

備が適切であるとして，事業の継続を決定したことが認められることから

も裏付けられる。

このほか原告らは，八ッ場ダム建設事業は，環境保護法令に違反する違

法な事業であるから，被告水道局長がダム使用権の設定申請を行い，利水

予定者として建設費負担金を支出することは，地方自治法２条１４項，地

方財政法４条１項に違反すると主張するが（原告最終準備書面(6)１４

頁），前記ア記載のとおり，都が現に八ッ場ダムのダム使用権の設定予定

者である以上，都は建設費負担金の納付義務を負うのであって，被告水道

局長が国土交通大臣の納付通知に従って建設費負担金を支出することが財

務会計法規上違法であるとはいえないのであるから，原告らの上記主張は

失当であり，他に被告水道局長の建設費負担金の支出が違法であることを

認めるに足りる証拠はない。
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したがって，被告水道局長の建設費負担金の支出が違法であるとはいえ

ない。

(2) 受益者負担金について

ｱ 受益者負担金の支出命令の違法性について

(ｱ) 原告らは，国土交通大臣の納付通知に基づく被告建設局課長の受益者

負担金の支出命令が違法であるとして，地方自治法２４２条の２第１項

１号に基づく上記支出命令の差止めと，同項４号に基づく指揮監督権者

である被告知事個人への損害賠償の請求を求めている。ところで，先行

する原因行為に違法事由が存する場合であっても，それにより直ちにそ

の後の財務会計行為が違法となるわけではなく，原因行為を前提として

された当該職員の行為自体が，財務会計法規上の義務に違反する違法な

ものであるときに限り，同項４号に基づく損害賠償の請求を求めること

ができると解するのが相当である（最高裁判所平成４年１２月１５日第

三小法廷判決・民集４６巻９号２７５３頁）。そして，受益者負担金は，

河川法６３条１項，６４条１項により，国土交通大臣が都府県に負担さ

せることができるとされているものであり，同法施行令３８条１項の通

知の性格は，国土交通大臣が発する具体的な費用負担の命令であると解

すべきであるから，被告建設局課長は，上記通知が著しく合理性を欠き

そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存す

る場合でない限り，上記通知を尊重しその内容に応じた財務会計上の措

置を採るべき義務があり，これを拒むことは許されないと解される。そ

うすると，上記のような瑕疵が存する場合でない限り，被告建設局課長

がする支出命令は，その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反し

てされる違法なものということはできないと解するのが相当である。そ

して，地方自治法２４２条の２第１項１号に基づく差止請求においても，

財務会計行為の違法性について，これと異なる解釈をすべき理由は見出
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し難い。

これに対し原告らは，地方財政法２５条３項が，国が地方公共団体の

負担金を法令の定めるところに従って使用しなかったときに，地方公共

団体は国に対し，負担金の支出を拒否し，また支出済みの負担金の返還

を請求することができる旨定めていることから，被告知事及び被告建設

局課長が同条項に基づく支払拒否権を行使しないまま，国からの納付通

知に対応して漫然と支出命令をすることは，財務会計法規上の義務に違

反すると主張する。

しかしながら，原告らが受益者負担金について主張するところは，八

ッ場ダムが利根川流域の治水という目的との関連性に乏しく，ダムサイ

ト周辺の岩盤・地質がダムを建設するための適格性を欠き，ダム湖周辺

の地盤が極めて不安定で地すべりの危険があるとの理由で，都が八ッ場

ダムによって「著しく利益を受ける」（河川法６３条）ことがないため，

国が都に対し受益者負担金の納付を命令し，都が国に対し負担金を納付

することは違法であること，そして，八ッ場ダムは環境保護法令に抵触

する事業であるから同事業のために地方公共団体が公金を支出すること

は地方自治法２条１６項に反することであって，地方財政法２５条３項

が予定する，国が地方公共団体の負担金を「法令の定めるところに従っ

て使用しなかった」ことを主張するものではなく，また，国が都の納付

する受益者負担金を法令の定めるところに従って使用していないことを

認めるに足りる証拠はないから，原告らの主張はその前提を欠くもので

あって，失当である。

(ｲ) そこで，本件における国土交通大臣の河川法施行令３８条に基づく通

知が著しく合理性を欠き，そのためこれに予算執行の適正確保の見地か

ら看過し得ない瑕疵の存する場合に当たるか否かについてみるに，本件

において既にされた通知は，前記争いのない事実等（第２の２(3)イ）
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記載のとおりであって，いずれも通知それ自体に瑕疵があることを窺わ

せる証拠はなく，今後されるであろう同種の通知についても，それ自体

に瑕疵が生じるであろうことを窺わせる証拠はない。そして，原告らが

本訴において主張するのは，これらの通知のさらに前提となる利根川水

系工事実施基本計画及び利根川水系河川整備基本方針（八ッ場ダムの治

水対策上の必要性）自体の瑕疵，あるいは，八ッ場ダムの建設に関する

基本計画ないしこれらに基づき建設される八ッ場ダムそれ自体（ダムサ

イトの危険性，地すべりの危険性）の瑕疵なのであるから，これらの瑕

疵が重大かつ明白であって，利根川水系工事実施基本計画ないし利根川

水系河川整備基本方針及び八ッ場ダムの建設に関する基本計画が無効で

あるなどの特段の事情がない限り，国土交通大臣のする通知が著しく合

理性を欠き，そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵

の存する場合に当たるとはいえないと解するのが相当である。

そこで，以下，かかる特段の事情の有無について検討する。

ｲ 八ッ場ダムの治水対策上の必要性について

(ｱ) 治水対策上の必要性を基礎付ける事実について

まず，証拠（乙１１の１，２，乙８１，８２，１２２）及び弁論の全

趣旨によれば，都の区域は特別区の設置された区部，その西側の多摩地

域及び島嶼地域に大別されるところ，このうち区部の東部地域には低地

が広がっていて，特に，利根川から分派して東京湾に注ぐ一級河川の江

戸川と接する江戸川区及び葛飾区並びにその北側の足立区は，大部分が

東京湾満潮時の海面より低い地域であり，荒川，江戸川のほかその他の

中小河川も平常時の水位が地盤と同じかそれ以上となっていて，水害の

危険度が著しく高くなっていること，昭和２２年９月のカスリーン台風

では，記録的豪雨により，利根川の本川及び支派川で合わせて２４か所

約５９００メートルの堤防が破堤し，水系全体で約２３００平方キロメ
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ートルが浸水したこと，特に同月１６日に利根川右岸の埼玉県北埼玉郡

α２０（現在のα２１）での破堤による氾濫は，埼玉県東南部のほか東

京都足立区，葛飾区及び江戸川区を水没させ，氾濫面積は約４５０平方

キロメートルとなり，死者７８名，負傷者１５０６名，家屋の浸水１３

万８８５４戸（都内では８万８４３０戸）という激甚な被害を生じさせ

たこと，大雨の発生回数は，年によりかなりの変動を伴うものの，長期

的には，近年，発生回数が増加する傾向がみられること，国土交通省関

東地方整備局においては，平成１４年時点で，カスリーン台風と同規模

の洪水が起こり，当時と同じ場所で堤防が決壊した場合，その被害は氾

濫面積約５００平方キロメートル，浸水区域内人口約２００万人，被害

総額約３３兆円と推定していることがそれぞれ認められる。

また，証拠（甲Ｂ６，乙８２）及び弁論の全趣旨によれば，利根川上

流は大きく奥利根流域，吾妻川流域及び烏・神流川流域の３流域に区分

されており，このうち吾妻川流域は利根川上流域の全流域面積の約４分

の１を占め，過去に多くの降雨が発生していること，利根川上流で洪水

調節機能を持つダムは，奥利根流域に５つ，烏・神流川流域には１つあ

るが，吾妻川流域には八ッ場ダム以外になく，しかも八ッ場ダムの洪水

調節流量６５００万立方メートルは，利根川水系の既設６ダムの中で最

大であり，利根川水系上流の既設６ダムの洪水調節容量全体１億１４８

４万立方メートルの約６割に相当することがそれぞれ認められる。

そして，証拠（甲２０，甲Ｂ６）及び弁論の全趣旨によれば，現在の

国の治水計画である利根川水系河川整備基本方針（平成１８年２月策

定）では，基準地点であるα３（群馬県伊勢崎市）において，基本高水

（洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。河川法施行令１０条

の２参照）のピーク流量（計画規模の降雨を対象流域に与え，ダム等に

よる洪水調節をせずに洪水を流下させる場合に計画基準点を流れる洪水
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のピーク流量のこと）毎秒２万２０００立方メートルのうち毎秒５５０

０立方メートルを上流のダム群で調節することとし，八ッ場ダムはその

一環をなしていること，α３における基本高水のピーク流量毎秒２万２

０００立方メートルは，カスリーン台風が再来した場合の洪水流量毎秒

２万２０００立方メートルと，１／２００確率流量（概ね２００年に１

度程度の確率で発生する規模の洪水のピーク流量）毎秒２万１２００立

方メートルとに基づき設定されたこと，カスリーン台風が再来した場合

の洪水流量毎秒２万２０００立方メートルは，支川の合流などを考慮し

て流域をいくつかの小流域に分割し，各支流毎に貯留関数法（国土交通

省が管理する河川の洪水の流出計算で一般的に使用されている手法で，

流域内に降った雨がその流域に貯留され，その貯留量に応じて流出量が

定まると考えて，流出量を推計するもの）による流出計算を行い，それ

らの時差を考慮しながら合流させて基準地点の洪水流量を計算する，流

出計算モデルにより算定されたこと，１／２００確率流量毎秒２万１２

００立方メートルは，総合確率法，すなわち地域分布や時間分布が異な

る多くの降雨パターンの実績降雨を代表降雨群とし，それらを任意の確

率規模の雨量に引き伸ばし，これらが降雨として生じたものと仮定して，

それぞれのケース毎に流出計算を行い，求められた洪水流量群を統計処

理して，必要とする確率規模の洪水流量を算出する手法により算定され

たことがそれぞれ認められる。

また，河川整備基本方針は，水害発生の状況，水資源の利用の現況及

び開発並びに河川環境の状況を考慮し，かつ，国土形成計画及び環境基

本計画との調整を図って，水系に係る河川の総合的管理が確保できるよ

う定められなければならない旨定められ（河川法１６条２項），その内

容の客観性及び公平性を確保すべく，国土交通大臣が河川整備基本方針

を定めようとするときは，あらかじめ，社会資本整備審議会の意見を聴
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かなければならない旨定められているところ（同条３項），証拠（乙１

０６の１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，利根川水系河川整備基

本方針は，平成１７年１２月１９日に社会資本整備審議会河川分科会河

川整備基本方針検討小委員会において審議された上で定められたことが

認められ，他に同基本方針の策定手続に瑕疵があることを窺わせる証拠

はない。

さらに，証拠（乙２ないし４，７４ないし７９）及び弁論の全趣旨に

よれば，国土交通大臣は，八ッ場ダムの建設に関する基本計画について，

特定多目的ダム法４条４項に基づき，平成１３年９月２７日，第１回計

画変更を告示して，完成予定年度を昭和７５年度から平成２２年度に変

更し，さらに平成１６年９月２８日，第２回計画変更を告示して，建設

に要する費用の概算額を約２１１０億円から約４６００億円に変更した

こと，第２回計画変更に先立ち，国土交通大臣は，平成１５年３月２７

日，行政機関が行う政策の評価に関する法律６条に基づく国土交通省政

策評価基本計画（平成１４年３月２２日制定）を改定して，個別公共事

業の再評価の実施に当たっては，各地方整備局に設置された，学識経験

者等の第三者で構成される事業評価監視委員会を開催し，その意見を尊

重することとし，国土交通省関東地方整備局に設置された同局事業評価

監視委員会は，平成１５年１１月２０日，国土交通省所管公共事業の再

評価実施要領に基づき，第２回計画変更につき，事業を巡る社会経済情

勢等の変化，事業の投資効果及び事業進捗状況を踏まえた事業の必要性，

事業の進捗の見込み，新工法の採用等によるコスト縮減や代替案立案等

の可能性の諸観点から検討をした結果，八ッ場ダム建設事業に事業の必

要性，計画の妥当性等が認められたことから，事業の継続を了承し，こ

れを踏まえ，国土交通大臣は，八ッ場ダム建設事業を継続することとし，

平成１６年３月２９日，行政機関が行う政策の評価に関する法律１０条
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に基づき平成１５年度評価書を作成したことがそれぞれ認められる。

これらの事実によれば，八ッ場ダムは，カスリーン台風と同程度の規

模の降雨が，利根川上流域，特に吾妻川流域にあった場合に，吾妻川流

域で唯一の洪水調節機能を有するダムとして，都区部の東部地区を含め，

利根川流域で生じる水害の発生を防止するために必要であり，そのこと

は利根川水系河川整備基本方針の策定手続及び八ッ場ダムの建設に関す

る基本計画の変更手続において確認されており，それゆえ，八ッ場ダム

建設事業は，利根川水系河川整備基本方針及び八ッ場ダムの建設に関す

る基本計画に基づく適法な事業であると推認することができる。

(ｲ) α３における基本高水のピーク流量について

a これに対し原告らは，カスリーン台風の実績洪水流量が，近傍の複

数の観測地点の観測値を単純に合算した毎秒１万７０００立方メート

ルと推定されているが，河道貯留効果を考慮すれば毎秒約１万５００

０立方メートルであったと考えられ，α３上流部での氾濫流量毎秒１

０００立方メートルを考慮しても，計画高水流量とほぼ同等の毎秒１

万６０００立方メートル程度にしかならないことからみて，利根川水

系河川整備基本方針に定められたα３における基本高水のピーク流量

毎秒２万２０００立方メートルは過大であると主張する。

しかしながら，そもそも，利根川水系河川整備基本方針に定められ

たα３における基本高水のピーク流量毎秒２万２０００立方メートル

は，カスリーン台風から３０年余り経過した，昭和５５年１２月の第

２回改定後の利根川水系工事実施基本計画（甲Ｂ４，乙８９）におい

て，昭和２４年の利根川改修改訂計画で設定された毎秒１万７０００

立方メートルを，その後の利根川流域の経済的，社会的発展にかんが

み，近時の出水状況から流域の出水特性を検討した上で，決定された

もの（同号証の３頁），すなわち，昭和２２年９月のカスリーン台風
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以降，利根川上流域の各支川は災害復旧工事や改修工事により河川の

洪水流下能力が徐々に増大し，従来上流で氾濫していた洪水が河道に

より多く流入しやすくなり，下流での氾濫の危険性が高まったこと，

また，都市化による流域の開発が上流の中小都市にまで及び，洪水流

出量を増大させることとなったことなど，昭和２４年２月の利根川改

修改訂計画から３０年が経過して利根川を取り巻く情勢が一変したた

め，これに対応した治水対策とすべく改訂されたものであって（甲２

０），カスリーン台風の実績洪水流量をそのまま基礎とするものでは

ないから，カスリーン台風の実績洪水流量と単純に比較する原告らの

主張はそもそも失当である。この点について原告らは，利根川上流域

の状況がカスリーン台風時と現在とで大差がないことをその主張の前

提としているが，本訴提起後に原告訴訟代理人らが作成した報告書

（甲Ｂ５４号証，甲Ｂ６８号証）はα３上流部の全てを調査したもの

ではなく，調査範囲内においても堤防の状況に一切変化がなかったこ

とを示すものではない上，利根川上流域の都市的利用は昭和２５年こ

ろから昭和６０年ころまでの間に大幅に増加していること（乙１０６

の２の６頁参照）についての検討は，限定的な資料に基づく推論がさ

れるにとどまってる（甲Ｂ６７号証参照）のであって，他に，カスリ

ーン台風以後の利根川流域の経済的，社会的発展による出水状況の変

化がα３地点の洪水流量を増加させることはないことを認めるに足り

る証拠はない。

以上の点を措くとしても，原告らの申請した大熊証人作成にかかる

「利根川治水の変遷と水害」（昭和５６年２月）（甲Ｂ５６）におい

ては，「利根川上流域は，大小支川が多数合流し，渓谷の狭窄河道が

数多く存在し，その水理機構は複雑をきわめている。」「昭和２２年

９月洪水の利根川上流域の出水記録が同一量水標であるにもかかわら
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ず資料によって異なっていたり，狭窄河道の貯留効果を測定し得るよ

うな量水標の配置がとられていないことなどに見られるように，利根

川上流域の水理機構の実態は，究明されているとは言い難い状況であ

る。」との認識が示されているところ（同号証の３４０ないし３４１

頁），カスリーン台風時にはα３における実測流量は，流量標が観測

途中に流出したため実績流量はなく（同号証の３６３頁），原告らの

主張する毎秒約１万５０００立方メートルも河道貯留効果を前提とし

た単なる推計値にすぎず，他にカスリーン台風時のα３における実測

流量が毎秒約１万５０００立方メートルを超えなかったことを認める

に足りる証拠はない。

さらに，カスリーン台風時のα３上流部での氾濫流量が毎秒１００

０立方メートルとする点については，原告らの主張によれば，大熊証

人がα３上流部の氾濫について現地調査を行ったのは，昭和４５年４

月に発行された利根川ダム統合管理事務所作成の「昭和２２年９月洪

水氾濫推定図」（甲Ｂ５８の図８－２７）に接したことにあり，その

現地調査の方法は「ほとんどが現地で，そこに住んでいる人に２２年

の水害状況がどうであったかを聞いていった」（証人大熊調書１７～

１８頁）というものであるから，カスリーン台風から２０年以上経過

した時点での供述に基づく調査方法それ自体からくる制約を受けざる

を得ないのであって，他にカスリーン台風時のα３上流部での氾濫流

量が毎秒１０００立方メートルであったことを認めるに足りる的確な

証拠はない。

加えていえば，大熊証人の前記著作（甲Ｂ５６）によれば，カスリ

ーン台風時のα３地点最大流量は，吾妻川と烏川のピーク出水がほぼ

重なって形成され，奥利根川のピーク流出が相対的に５，６時間遅れ

ていたものであって，降雨パターンによっては，奥利根川流域・吾妻
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川流域・烏川流域からのピーク出水が全て重なり合うこともあり得，

こうした場合α３地点最大流量が毎秒２万立方メートルを超えること

は考えられるとされており（同号証の３７１頁），近時の大雨の発生

回数の増加傾向（乙１２２）に照らしても，利根川上流域でカスリー

ン台風時の降雨を上回る降雨の発生しないことを認めるに足りる証拠

はない。

したがって，カスリーン台風時の実績洪水流量を理由とする原告ら

の主張は採用できない。

b また，原告らは，カスリーン台風が再来した場合の洪水流量毎秒２

万２０００立方メートルの算定に使用した貯留関数法を用いた流出計

算モデルと，１／２００確率流量毎秒２万１２００立方メートルの算

定に使用した総合確率法は，いずれも科学的根拠がないと主張する。

しかしながら，原告らの主張は要するに，昭和４４年ころ貯留関数

法を使ってα３地点における最大流量が毎秒２万６５００立方メート

ルを超えるとする見解が存在したことから，貯留関数法という計算手

法自体の信用性に疑義があること，また，上記計算過程において数字

が意図的に操作された疑いが強いことから原告らが検証しようとして

も，国土交通省関東地方整備局が必要な資料の開示を拒否しているた

めにこれができず，流出計算モデルの適合度の検証に用いられた昭和

３３年，３４年，５７年及び平成１０年の実績降雨は，計画降雨量の

５２ないし６８パーセントにとどまるから，計画降雨量にも適合する

モデルである保証はないことなど，単なる推測の域を出ないものであ

って，原告らの上記主張もまた採用の限りではない。

c さらに原告らは，国土交通省関東地方整備局が利根川水系利根川浸

水想定区域図の作成に使用した計算資料（甲Ｂ３９号証）によれば，

カスリーン台風が再来しても，現況の断面，現況の洪水調節施設を前
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提に上流部で氾濫した上で，α３におけるピーク流量は毎秒１万６７

５０立方メートルにとどまり，α３の下流（利根川中流部）は計画高

水流量毎秒１万６５００立方メートルまではあふれることがないよう

堤防等が概成されており，その差毎秒２５０立方メートルは水位測定

に際しての誤差の範囲ともいうべきものであるから，α３地点の下流

での洪水を調節するために八ッ場ダムは不要であると主張する。

しかしながら，α３における基本高水のピーク流量毎秒２万２００

０立方メートルが，α３の上流における将来の河道整備により上流部

での氾濫がないことを前提として設定されたものであるとしても，α

３の上流にも多くの市街地や農地があり，河道整備がされる可能性が

皆無ではないのであるから，「河川について，洪水，高潮等による災

害の発生が防止され……るようにこれを総合的に管理することにより，

国土の保全と開発に寄与し，もつて公共の安全を保持し，かつ，公共

の福祉を増進すること」という河川法の目的（同法１条）に照らして，

α３の上流における将来の河道整備を考慮することが直ちに不合理で

あるとはいえない。

d 以上によれば，α３地点における基本高水のピーク流量毎秒２万２

０００立方メートルが不合理であるということはできない。なお，付

言すると，大熊証人の前記著作におけるα３地点最大流量毎秒２万立

方メートルを前提とした場合にも，計画高水流量毎秒１万６５００立

方メートルとの差は毎秒３５００立方メートルとなり，原告らの引用

する既設６ダムによるα３地点での洪水調節効果毎秒１７４９立方メ

ートルを考慮してもなお，利根川上流部にダムを新設する必要性は否

定し難いことになるのであるから，α３地点における基本高水のピー

ク流量を根拠とする原告らの主張は，いずれにせよ理由がないという

べきである。
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(ｳ) 八ッ場ダムの治水効果について

このほか原告らは，国土交通省の計算（甲Ｂ６２）によると，カスリ

ーン台風が再来した場合の八ッ場ダムのα３地点における治水効果はゼ

ロであり，過去５７年間で最大の平成１０年９月洪水における実測流量

に基づき八ッ場ダムの治水効果を試算してもわずかであり（甲Ｂ７９），

他の大洪水においても，八ッ場ダムが治水効果を持つのは極めてまれな

ことであること，その計算で使用された八ッ場ダムの洪水計算モデルに

おける最大流入量毎秒３９００立方メートルは，吾妻川流域の群馬県吾

妻郡α２２地先（α２３地点）での観測流量と比べ極めて過大であるこ

とから，八ッ場ダムは，α３地点での流量と水位の低減を目的としたダ

ムとしては全く不要であると主張する。

しかしながら，そもそも，原告らの主張によれば，カスリーン台風で

は，吾妻川流域の雨量が少なく，かつ降雨の時間がずれていたというの

であって，利根川上流部の過去の降雨パターン（乙８２の６頁参照）を

みても，降雨パターンには様々なものがあることは明らかであるから，

仮にカスリーン台風が再来した場合の八ッ場ダムの治水効果がゼロであ

ったとしても，八ッ場ダムが不要であるとはいえない。むしろ，大熊証

人の前記著作（甲Ｂ５６）では，カスリーン台風時の出水状況を例に検

討した場合，「吾妻川の八ッ場ダムに関して言うならば……ダム地点ピ

ーク時刻は烏川合流点ピーク時刻より約２時間早く，その調節効果はあ

るものと思われる。しかし，吾妻川の出水の特徴として吾妻渓谷より上

流の出水が下流の最高水位にあまり影響をもたない現象があり，また，

前橋～上福島狭窄部の調節効果があることから，烏川合流点の最大流量

低減にどの程度の効果を発揮できるものなのか，疑問が残る。ただし，

八ッ場ダムの洪水調節方式は…洪水の立ち上り部分を大幅にカットし，

前半部分で２００ｍ /sしか放流しない方式が計画されており，吾妻川３
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の水理機構を考慮したものとして評価できる。」（同号証の３７３頁）

とされている上，原告らの主張を前提としても，昭和３４年９月洪水に

基づく計算値では，八ッ場ダムの治水効果は毎秒１３６９立方メートル

と算定されているのであるから，八ッ場ダムの治水効果が乏しいといえ

ないことは明らかである。

また，八ッ場ダム地点の洪水計算モデルの係数は，吾妻川の群馬県渋

川市α２４地先での，昭和３４年８月，昭和５６年８月，昭和５７年８

月及び同年９月の洪水時における流量の観測値等により検証されている

のであるから（甲Ｂ６２），昭和５６年から観測が開始されたにとどま

るα２３地点での観測流量のみから，上記計算モデルにおける最大流入

量毎秒３９００立方メートルが過大であると断定することもできない。

したがって，原告らの主張はいずれも採用できず，ほかに八ッ場ダム

が，α３地点での流量と水位の低減を目的としたダムとして不要である

ことを認めるに足りる証拠はない。

(ｴ) 小括

以上のとおり，原告らの主張はいずれも採用できず，他に八ッ場ダム

が都区部の東部地区を含む利根川流域で生じる水害の発生を防止するた

めに必要であるとの推認を覆すに足りる証拠はなく，都が八ッ場ダムの

治水上の利益を受けることがない旨の原告らの主張は採用できない。

ｳ ダムの危険性について

原告らは，八ッ場ダムは，基礎岩盤に多くの問題を抱えており，完成し

たとしても基礎岩盤がダム堤体の重みに対する耐久性を持たない等，種々

の問題が生じる可能性を包含する欠陥だらけの危険物であり（ダムサイト

の危険性），また，貯水池の湖岸斜面の少なくとも４箇所で湛水地すべり

の危険が現在し，このまま工事を続行すれば，重大な瑕疵を持った構造物

となる危険性が高いから（貯水池周辺の地すべりの危険性），このような
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ダムを作るために公金を支出することは許されないと主張する。

しかしながら，前記アのとおり，受益者負担金を支出することが違法に

なるのは，国土交通大臣のする通知が著しく合理性を欠きそのためこれに

予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合であって，

具体的には，八ッ場ダムの建設に関する基本計画ないしこれらに基づき建

設される八ッ場ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明白であって，八ッ場ダム

の建設に関する基本計画が無効であるなどの特段の事情がある場合に限ら

れると解するべきであって，原告らの指摘する個々の問題が生じる可能性

があることのみから直ちに受益者負担金を支出することが違法となるとは

いえない。

そこで以下，ダムサイトの危険性，地すべりの危険性について，かかる

特段の事情があるといえるか否かについて検討する。

(ｱ) ダムサイトの危険性について

a 国土交通省の検討・対応状況について

まず，証拠（甲Ｄ１ないし４，乙８８の２，乙１１２ないし１１

４）及び弁論の全趣旨によれば，八ッ場ダムのダムサイトの安全性に

ついては，事業主体である国土交通省が，昭和６０年度から平成１５

年度にかけて，さらに平成１６年度以降も必要に応じて地質調査を実

施し，ダム設計に反映させ，学識経験者等からなる八ッ場ダム・湯西

川ダムコスト縮減技術委員会にも諮った上で，ダムサイトに関する技

術的な問題については対応可能としていることが認められる。

b 基礎岩盤の脆弱性について

(a) 次に，証拠（甲Ｄ１，甲Ｆ５の２の１）及び弁論の全趣旨によれ

ば，国土交通省は，八ッ場ダムサイトの岩級区分を，岩塊の硬軟，

割れ目間隔及び割れ目性状という３つの要素の組み合わせにより，

良好な順にＢ級，ＣＨ級，ＣＭ級，ＣＬ級，Ｄ級に分類し，Ｄ級を
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ダム基礎岩盤には適さない岩盤と判断しているところ，基礎岩盤は

全体にＢ級岩盤を主体とし，地表に近づくに従いＣＨ級，ＣＭ級，

ＣＬ級岩盤からなり，ダム高が最も高くなり，最も大きなせん断強

度（物体をずらすように作用する力に対する強度）が必要となる渓

谷中央部の河床から両岸の斜面にかけては，施工時に掘削除去され

るべき地表から概ね５ないし１０メートルの範囲にＣＭ級岩盤がみ

られるが，その下部のダム基礎となる部分はＢ級を主体としている

と判断していることが認められる。

(b) これに対し原告らは，平成１５年３月にＰ６株式会社が作成した

「Ｈ１４ダムサイト地質解析業務報告書」（以下「Ｈ１４報告書」

という。）（甲Ｄ１）の５６ないし６４頁を引用して，河床標高よ

り深部でさえも多数の開口割れ目の存在が確認されていると主張す

る。

しかしながら，Ｂ級には割れ目間隔が５０センチメートル以上の

ものが，ＣＨ級には割れ目間隔が最小で５センチメートル以上のも

のが含まれうるところ，同報告書の９１頁において，原告らの主張

する割れ目の存在を前提として，基礎岩盤は全体にＢ級岩盤を主体

とし，また渓谷中央部のダム基礎となる部分はＣＨ級及びＢ級から

なることが明らかにされているのであるから，国土交通省の上記判

断は不合理であるとはいえない。

また原告らは，岩級区分がＢ級ないしＣＨ級と評価されている部

分でも少なからぬ箇所では，平成１９年３月にＰ６株式会社が作成

した「Ｈ１７α４地区他地質調査報告書」（以下「Ｈ１７報告書」

という。）添付の岩盤の透水性を評価したルジオンマップ（甲Ｆ５

の２の２図１５ないし１７）において，ルジオン値（岩盤の透水性

を示す数値で，ボーリング孔１メートルに水を１平方センチメート
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ル当たり１０キログラムの圧力で注入して，毎分１リットルの水が

注入されるときに，１ルジオンとなる。）が２０以上とされている

から，岩級区分をＣＬ級に見直すべきであると主張する。

しかしながら，上記のとおり，八ッ場ダムサイトの岩級区分は岩

塊の硬軟，割れ目間隔及び割れ目性状から定められているもので，

ルジオン値によるものではなく，そのことはＢ級の説明として「ル

ジオン値は概ね２未満である。」，ＣＬ級の説明として「ルジオン

値は２０以上を主体とする。」といった幅のある表現しかされてお

らず，ＣＭ級やＤ級ではルジオン値に基づく説明がされていないこ

と（甲Ｄ１の８６頁）からも明らかであるから，ルジオン値が２０

以上であることから直ちに岩級区分をＣＬ級に見直さないことが不

合理であるとはいえない。

さらに原告らは，Ｈ１４報告書で「擾乱帯」と呼ばれた，左岸河

床の河道方向の－１軸から２軸（ダム軸（ダムの位置を示す基本線

であり，重力式コンクリートダムにおいてはダム天端上流面を通る

河川横断線）の上流側４０メートルないし下流側８０メートル）ま

で連続する，やや脆弱で鏡肌を伴うやや破砕質な部分は，断層破砕

帯（断層の境界部の岩盤が崩れて帯状に脆弱となっている部分）の

要件を十分備えている上，河床中央のボーリングで採取された岩体

の一部（甲Ｄ１５の添付図－６）が赤色変質していることや，「擾

乱帯」の延長線上の右岸側に１０を超えるルジオン値を示す部分が

あることから，「擾乱帯」がダムサイト直下に延長している可能性

があり，ダム底の岩盤のせん断抵抗に大きな影響を与えると主張す

る。

しかしながら，上記ボーリング結果からは断層の存在は認められ

ない上，原告らの主張はいずれにせよ「擾乱帯」がダムサイト直下
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に延長している可能性をいうにとどまるものであって，他に「擾乱

帯」がダムサイト直下にまで延長していることを認めるに足りる具

体的な証拠はない。

(c) 以上によれば，基礎岩盤は全体にＢ級岩盤を主体とし，地表に近

づくに従いＣＨ級，ＣＭ級，ＣＬ級岩盤からなり，渓谷中央部の河

床から両岸の斜面にかけての下部のダム基礎となる部分はＢ級を主

体としているとの国土交通省の判断が不合理であるとはいえず，こ

のほか，八ッ場ダムのダムサイトの基礎地盤が，ダム建設に不適格

な脆弱なものであることを認めるに足りる証拠はない。

c 基礎岩盤の透水性について

次に原告らは，八ッ場ダムのダムサイトは，河床直下，左岸側，右

岸側のいずれも透水性が高い脆弱な岩盤であり，グラウチング工法

（セメントミルク注入）をもってしても対処することは不可能である

と主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｄ１５添付図－１０，甲Ｆ５の２の２図１

５ないし１７）によれば，全体的にみれば，国土交通省がＨ１７報告

書に基づき，河床付近の基礎岩盤及び左岸の地下水位以深ではルジオ

ン値が小さいと評価していることに格別不合理な点があるとは認め難

い。

また，証拠（乙１０９，１１１）及び弁論の全趣旨によれば，現在

のグラウチング技術指針は，旧グラウチング技術指針（昭和５８年６

月３０日付け建設省河川局開発課長通達）制定後，約２０年が経過し，

その間に数多くの施工データや知見が蓄積される一方，複雑な地質を

有する基礎地盤を対象とする工事が増えたことから，平成１５年に，

ダムの安全性を損なわないことを前提に改定されたものであり，具体

的には，従来グラウチングの分類として，ダムの基礎地盤及びリム部
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（ダム軸の左右岸部分）において，浸透路長が短い部分と貯水池外へ

の水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性の改良を目的として行

われる，孔長の比較的長いカーテングラウチング，コンクリートダム

の着岸部付近において施工されるコンソリデーショングラウチング等

に大別されていたもののうち，コンソリデーショングラウチングにつ

き，遮水性の改良を目的とするものと，断層・破砕帯等の弱部の補強

を目的とするものとに細分類した上で，カーテングラウチングについ

ては，改良目標値を，従来ダム形式により一律に定めていたのを，深

度が最大ダム高の２分の１までは２ないし５Lu（ルジオン値），最大

ダム高までは５ないし１０Luを標準とする代わりに，透水性の改良が

難しい地盤では浅部の複数列化によって厚みのある遮水ゾーンを形成

する等の対応をとることとし，遮水性の改良目的のコンソリデーショ

ングラウチングについては，水理地質構造等を適切に勘案して適切に

設定し，硬岩からなる亀裂性の地盤の場合は５Lu程度とし，また弱部

の補強目的のコンソリデーショングラウチングでは，ルジオン値で設

定する場合は１０Lu以下，単位セメント量で設定する場合は地盤の性

状，注入圧力に応じて適切な値を設定することとし，また，施工途中

においても「施工データの分析→計画の検証・見直し→施工」をルー

ティン化して行うことを義務付け，施工状況に応じた合理的なグラウ

チングを行うこととされたことが認められるところ，改定後のグラウ

チング技術指針の内容に格別不合理な点は認め難い。

そして，証拠（甲Ｆ５の２の１，乙１１０）及び弁論の全趣旨によ

れば，国土交通省は，現在のグラウチング技術指針に基づき，八ッ場

ダムにおけるグラウチングを設計・施工することとし，既に判明して

いる左岸の高透水部に対してはカーテングラウチングの施工範囲を拡

大する変更をしたことが認められることからみても，国土交通省は，
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施工中に新たな問題点が発見された場合，計画の検証・見直しをした

上でその後の施工をすることが可能であると考えられ，他に透水性の

高い部分にグラウチング工法で対処することがおよそ不可能であるこ

とを認めるに足りる証拠はない。

d 熱水変質帯の分布について

さらに原告らは，八ッ場ダムのダムサイトは，熱水変質帯が広く分

布する地域であり，ダム軸が位置する場所もまた，当然熱水変質帯の

中にあることを前提として考えなければならないところ，熱水変質帯

に属する岩盤は，風化・劣化して強度が低下しており，仮に現在熱水

変質が及んでいないか又は強度低下がわずかであったとしても，熱水

変質は進行し，ダム完成後の水位の著しい変動により変質が加速され

ることから，このような熱水変質帯が広く分布する場所にダムを建設

すること自体が誤りであると主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｄ１，甲Ｄ１５の添付図－７，８，甲Ｆ５

の２の１，甲Ｆ５の２の２の図１，３，４，乙１１２）及び弁論の全

趣旨によれば，Ｈ１４報告書では，ダム基礎岩盤の安定性に関して着

目すべき中性の熱水変質は，ダムサイト右岸，上流部など広い変質帯

の中心部に分布し，－５軸（当初のダム軸から２００メートル上流

部）を中心に脈状に広がるが，－１軸（当初のダム軸から４０メート

ル上流部）では，中変質（Ｗ２）と強変質（Ｗ１）が局所的に分布す

る程度となり，０軸（当初のダム軸）では変質がみられなかったこと

から，経済性を重視して，確実に変質帯を避けるように河川にやや斜

交して設定された当初のダム軸の右岸側を上流に移動させる場合に，

－１軸のＷ１及びＷ２の変質帯の延びの方向を明らかにするような調

査を行うことが望ましいと指摘されたこと，そこで，国土交通省にお

いてさらに地質調査を行い，変質帯の分布状況を把握し，それによれ
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ば，熱水変質によるＣＬ，ＣＭ級岩盤はダムサイト付近ではほとんど

分布がみられず，ダムサイト近傍の熱水変質帯の先端部分は強度低下

が生じていないか極めてわずかで，従来想定されていたよりも良好な

岩盤であることが判明したことから，堤体基礎が変質帯にかからない

範囲で，ダム軸の右岸側を上流側に２０メートル移動させた上で，新

たに設定したダム軸をもとに堤体の設計を進めることとしたことがそ

れぞれ認められることからすると，熱水変質帯に関する問題は既に解

消されたというべきであり，他に，新たに設定されたダム軸が熱水変

質帯の中にあること，あるいは，変更後のダム軸に建設されたダムが

将来の熱水変質の進行による悪影響を受けることを認めるに足りる的

確な証拠はない。

e 断層の存在について

さらに原告らは，八ッ場ダムのダムサイト周辺には，この地域で最

も大きな親断層が存在し，それがダム軸の右袖部を通過しているか，

少なくともその直近を通っており，その親断層の活動に伴って生じた

子や孫に当たる断層が，ダムサイト周辺に密に分布し，基礎地盤のせ

ん断抵抗力を極めて脆弱にしていると主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｄ１）によれば，Ｈ１４報告書では，右岸

高標高部の小規模な数箇所を除き，地質学的及び工学的に際だった断

層は認められないと判断されていることが認められる。

また，原告らが指摘する群馬県表層地質図（甲Ｄ５の２）は広い範

囲を対象としたおおまかなものであって，原告らの主張する親断層の

記載（原告最終準備書面(4)４８頁，別紙図５－１９参照）が八ッ場

ダムのダム軸に交差するか，あるいは少なくともダムの安全性に影響

するような近距離を通過することが明らかであるとはいえない。

また，昭和４５年１月に株式会社Ｐ７が作成した利根川水系吾妻川
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八ッ場ダム・ダムサイト地表地質調査報告書（甲Ｄ１７号証）の６，

７頁では，ダムサイト下流の２本の断層の存在が指摘されているもの

の，結論として「……ダム建設に大きな問題となる規模のものは認め

られなかった。しかし，今回の調査では，断層破砕帯の大規模なもの

は認められなかったが，調査地右岸に分布する段丘面下には，断層通

過の可能性が地形的にあり調査の必要がある。」とするにとどまって

おり，ダム建設に支障となる断層があるとするものではない。そして，

上記２本の断層は，同報告書の第１図の左側に実線（「断層（破砕帯

（５０～１００cm））」），破線（「断層（伏在）」）で記載されて

いるところ（甲Ｄ１９の２６頁参照），このうちの吾妻川に近い断層

は上流のダムサイトに向かって延びるものの，ダムサイトに達する前

に消滅している上，その後の調査で，地表部を除き脆弱部が存在しな

いことが確認されており（甲Ｆ５の２の１，甲Ｆ５の２の２図２０，

２１），もう１本の断層はダムサイトに向かうことなく南方に延びて

おり，原告らの主張によれば，後者の断層が原告ら主張の親断層であ

るというのであるから，同報告書の記載によっても，原告ら主張の親

断層が八ッ場ダムのダム軸に交差するか，あるいはダムの安全性に影

響するような近距離を通過することは認められない。

このほか原告らは，実際に大きな断層の露頭が確認されており，群

馬県表層地質図に示された親断層は，上記２本の断層の中間の断崖と

貫入岩脈を結んだ線上（原告最終準備書面(4)の図５－２２の緑色

線）に存在する可能性が考えられ，その場合はダムの堤体の右袖を親

断層が通過することになるとも主張するが，原告らの主張する大きな

断層の露頭はダムサイトから離れた下流にあり（甲Ｄ１８），原告ら

の主張によっても，結局，ダムの堤体の右袖を親断層が通過する可能

性が考えられるというに留まり，上記断層の存在を認めるに足りる具
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体的な証拠はないから，原告らの主張は前提を欠くといわざるを得な

い。

以上のほか，ダムサイト周辺にダムの安全性に影響を与える断層が

存在することを認めるに足りる証拠はない。

f 小括

このほか原告らは，ダムサイト周辺の基礎地盤が八ッ場層と呼ばれ

る陸成層で，溶岩の岩脈の貫入やシーティング節理（応力解放や風化

に伴って生じる地表面に亜平行な割れ目）のため一般的に不安定であ

ることや，昭和４６年に建設省が，現在のダムサイトの位置と同じ場

所の上流案の中止を決めたことなどについても縷々主張するが，八ッ

場ダムのダムサイトの安全性に関わる具体的な事実関係は既に検討し

たとおりであって，原告らの主張はいずれも問題が発生する可能性の

指摘にすぎず，他にダムサイトの安全性に関して，八ッ場ダムの建設

に関する基本計画ないしこれらに基づき建設される八ッ場ダムそれ自

体の瑕疵が重大かつ明白であって，八ッ場ダムの建設に関する基本計

画が無効であるなどの特段の事情があることを認めるに足りる証拠は

ない。

(ｲ) 貯水池周辺の地すべりの危険性について

a 国土交通省の検討，対応状況について

まず，証拠（甲Ｄ９ないし１２，甲Ｆ６の２の１，２，乙９３，１

１７）及び弁論の全趣旨によれば，国土交通省は，八ッ場ダムの貯水

池周辺の地すべりの検討に当たり，平成８年度から平成１２年度まで

の間，八ッ場ダム貯水池周辺地盤安定検討委員会を設けて地すべりの

専門家の助言を受けながら，貯水池周辺全体を対象に，文献資料等を

収集し，地すべりの可能性があり，かつ，湛水の影響を受ける箇所と

して２２箇所を抽出し（別紙抽出地すべり位置図（２２箇所）），こ
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れらについて現地踏査により詳細な地形状況，岩盤の風化・緩み状況

等の確認調査を行うとともに，各箇所の既存の調査データの収集・整

理を併せて行い，その結果に基づき，当該箇所の地形成因が地すべり

によるものかどうか判定を行い，湛水による地すべりの可能性が高い

５箇所（α４地区α５（同別紙③），α８地区α９（同別紙⑭），α

６地区α２５ ２箇所，α６地区α７（同別紙⑲））と，湛水による

地すべりの可能性が低い１７箇所（α８地区α１０（同別紙⑮）な

ど）とに分類し，その後α６地区α７を２箇所（同別紙⑲－１，２）

に分割したこと，国土交通省は，上記の湛水による地すべり発生の可

能性が高い合計６箇所について，さらに現地におけるボーリング調査，

動態観測及び詳細な踏査を実施し，地すべり地形の有無，地すべり面

の有無及び深度，地すべり規模の特定をし，地すべり対策の必要性を

検討した結果，α４地区α５とα６地区α７ ２箇所については，家

屋，道路，鉄道等の保全対象物があることから地すべり対策が必要で

あると判断して，押え盛土による対策工事（地すべりの末端部に擁壁

と盛土を施工して末端部の抵抗を付加し，地すべり地全体の安定化を

図るもの）を行うこととする一方，α８地区α９については，地すべ

りによる貯水池への影響が軽微であり，貯水池周辺の保全対象物へは

影響が及ばないことから，地すべり対策の必要はないと判断したこと，

また，国土交通省は，貯水池周辺の保全対象物の規模や位置が平成１

２年度までの検討で想定していた計画と変わってきていることから，

ダム完成後の湛水に当たり万全を期すため，貯水池全域の斜面を対象

に地すべり対策を再検討して修正することを予定しているが，技術的

に十分対応可能であると判断していることがそれぞれ認められる。

以上のとおり，貯水池周辺の地すべり対策は，これまでの調査に基

づき，地すべり発生の可能性が高く，かつ地すべり対策の必要がある
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と判断された箇所に限定して，具体的な対策工事を計画した段階であ

って，現時点で具体的な対策工事が予定されていない箇所ではおよそ

対策工事をしないとするものではないから，現時点において完成後の

ダムが危険であるというためには，地すべりの発生する可能性がある

箇所で，地すべりの発生を防止するために必要な対策工事を行うこと

が不可能であるか，そのような対策工事を行わないことが確定してい

る場合に限られるというべきである。

b α４地区α５について

原告らは，国土交通省が，α４地区α５における押え盛土による対

策工事を安価にするため，前提となるすべり面を，地すべり地の頭部

の急崖，その下部にあるドーム状の岩塊及び同岩塊直下の空洞のある

岩盤を含まず，同岩塊の下方から設定し，地すべり区域がドーム状の

岩塊及びその直下の空洞のある岩盤を含めた場合と比べ半分程度とな

っているから，対策工事として不十分であり安全性の確保ができない

と主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｄ９，甲Ｆ６の２の１ないし３）及び弁論

の全趣旨によれば，斜面での土塊（岩塊）の移動は地すべりと崩壊の

２つに大別され，地すべりは，地下水を大きな誘因として，主として

粘性土をすべり面として滑動し，継続的，再発性があり，規模が大き

いのに対し，崩壊は，特に降雨強度を誘因として，粘質土をすべり面

とすることは少なく，突発的であり，一般に規模が小さい（地すべり

性崩壊では規模が大きい場合がある）とされていること，また対策工

事のうち，押え盛土工事は，確実な工法であるが，土量に比較して効

果が低く，土量が大きければ貯水池の容量に影響を及ぼすという難点

もあり，これに対し排土工事は，地すべり頭部の土塊を排除して安定

化を図る工法で，最も確実な対策工事の１つであるとされていること，
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α４地区α５の地すべりは，硬質な八ッ場安山岩類の下位の変質帯が

地すべり面となって地すべりが発生し，この地すべりに伴って変質帯

の上部に分布する硬質な八ッ場安山岩類は緩みが進行し，崩落に至っ

たものと推認されていること，国土交通省は，この変質帯を地すべり

面と想定して押え盛土工事を計画しているほか，排土工事などの対策

工事を施すことにより，技術的には対応可能と判断していることが認

められる。

以上の事実によれば，国土交通省は，押え盛土工事の難点を踏まえ，

再発性のある地すべりに対しては押え盛土工事を予定し，地すべりの

上部で突発的に生じる可能性のある崩落に対しては，別途，排土工事

などの対策工事を検討しているということになるから，国土交通省の

対応は合理的なものということができ，他に対策工事として不十分な

点があることを窺わせる証拠はない。

c α６地区α７について

次に原告らは，α６地区α７には，幅，奥行が約４００メートルの

大きな地すべり域（別紙抽出地すべり位置図（２２箇所）⑲）がある

のに，国土交通省は，上流側と下流側の小さな地すべり（同別紙⑲－

１，２）だけを想定した対策工事を予定し，大きな地すべりの危険を

放置していると主張する。

しかし，証拠（甲Ｄ９，１０，甲Ｆ６の２の１，２）及び弁論の全

趣旨によれば，国土交通省は，平成１２年度までに行われた調査の結

果，大きな地すべりの存否については，地すべり面が確認されておら

ず，河岸近くの林層に堅硬な熔岩が深部まで連続して分布し，この林

層を切って地すべり面が形成されるとは考えにくいため，滑動する可

能性は極めて小さいと判断する一方，上流側と下流側の２つの地すべ

りの存否については，応桑岩屑流堆積物の下の林層内部に変質した弱
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層があり，これが地すべり面となって過去に地すべりを起こしたもの

と判断し，これらの判断を前提とした対策工事をすることとしている

が，当該地区の周辺整備の状況に合わせ，今後地すべり対策の再検討

を行い修正を加えることを予定していることが認められる。

したがって，国土交通省が，α６地区α７における大きな地すべり

の危険を放置しているとはいえない。

d α８地区α９について

原告らは，国土交通省は７つに分割したブロックのうち，α９右岸

の吾妻川よりの１つは湛水により不安定化するとみており，同ブロッ

クが地すべりを起こせば，その崩壊が上流側や山側の他のブロックに

連鎖するおそれがあるのに，それが放置されていると主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｆ６の２の１，２）及び弁論の全趣旨によ

れば，国土交通省は，平成１２年度までに，詳細踏査，ボーリング調

査及び動態調査を実施した結果，地すべり地が７つのブロックに分割

され，このうち２つは推定される地すべり土塊の全てが貯水池の常時

満水位より高い位置にあり，湛水の影響を受けず，残りの５ブロック

について湛水の影響を考慮した地すべり土塊の安定計算を行ったとこ

ろ，そのうち１つのブロックは不安定との結果となったが，同ブロッ

クの地すべり土塊は全てが湛水区域内にあって地すべりによる貯水池

への影響が軽微であり，貯水池周辺の保全対象物へは影響が及ばない

ことから，地すべり対策の必要性はないと判断したが，ダム完成後の

湛水に当たり万全を期すために再検討を行い，今後も実施される地す

べり調査などにより地すべり対策に修正を加えることを予定している

ことが認められる。

したがって，国土交通省が，α８地区α９において，地すべりの危

険を放置しているとはいえない。
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e α８地区α１０について

原告らは，国土交通省が，α８地区α１０の地層に堆積する林層が

変質して土砂化あるいは粘土化しているとの認識を有していたにもか

かわらず，平成１０年にα８地区α１０の地すべり調査の対象区域に

含まれる同地区α１１で発生した地すべりを予測できず，同地すべり

後も，地すべり部分では対策を講じたもののその上下流は放置してい

ると主張する。

しかしながら，証拠（甲Ｆ６の２の１，２）及び弁論の全趣旨によ

れば，国土交通省は，上記地すべり発生後，α８地区α１０を，湛水

による地すべりの可能性があり精査が必要な箇所に加えた上，同地区

α１１の地すべり地に，恒久対策として貯水池完成後の湛水による影

響も考慮した対策工事を既に実施し，試験湛水時に斜面の安定性を再

確認することとしているほか，ダム完成後の湛水に当たり万全を期す

ために，貯水池全域の斜面を対象に再検討を行うことを予定している

ことが認められる。

したがって，国土交通省が，α８地区α１０において，地すべりの

危険を放置しているとはいえない。

f 小括

以上のとおり，現時点において，地すべりの発生する可能性がある

箇所で，地すべりの発生を防止するために必要な対策工事を行うこと

が不可能であるか，そのような対策工事を行わないことが確定してい

るとはいえず，ほかに八ッ場ダムの貯水池周辺における地すべりの発

生を理由として，八ッ場ダムが危険な事業であることを認めるに足り

る証拠はない。

(ｳ) ダムの危険性についてのまとめ

以上のとおり，ダムの危険性に関する原告らの主張はいずれも採用で
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きず，ほかに八ッ場ダムの建設に関する基本計画ないしこれらに基づき

建設される八ッ場ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明白であって，八ッ場

ダムの建設に関する基本計画が無効であるなどの特段の事情を認めるに

足りる証拠はない。

ｴ その他の原告らの主張について

原告らは，八ッ場ダム建設事業が，条理法上の環境影響評価義務，生物

の多様性に関する条約及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律に抵触するから，このような事業のために地方公共団体が公金を

支出することは地方自治法２条１６項に反し許されないと主張する。

しかしながら，地方自治法２条１６項は，地方公共団体は，法令に反し

てその事務を処理してはならない旨を定めたものであるところ，八ッ場ダ

ム建設事業は都の事務ではなく，また被告建設局課長の支出負担行為が環

境影響評価義務等に違反することもあり得ないから，八ッ場ダム建設事業

が環境保護法令に反するか否かを検討するまでもなく，原告らの主張が失

当であることは明らかである。

ｵ 受益者負担金の支出命令に関するまとめ

以上によれば，国土交通大臣のする受益者負担金の通知が著しく合理性

を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の

存する場合に当たるとはいえないから，被告建設局課長は上記通知を尊重

しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり，これを拒む

ことは許されず，したがって，被告建設局課長がする支出命令が，その職

務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされる違法なものというこ

とはできず，それについて被告知事に指示監督上の義務違反があるという

こともできない。

(3) 水特法負担金及び基金負担金について

原告らは，水特法負担金及び基金負担金の支出命令の違法性として，都が
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八ッ場ダムにより利水上も治水上も利益を受けないにもかかわらず，負担金

の支出を内容とする合意をすることは，公序良俗に反し（民法９０条）又は

都にとって必要のない事業であることを当事者双方が認識した上でした心裡

留保（民法９３条）に基づくものであって無効である，あるいは，本件水特

法経費負担協定及び本件基金経費負担協定が許容している毎年度の協議拒否

権を行使しないまま漫然と負担金を支出することは違法であると主張する。

しかしながら，被告水道局長による八ッ場ダムによる水源確保が必要であ

るとの判断が合理的な裁量の範囲を逸脱したものとはいえないことは前記

(1)のとおりであり，他に都が八ッ場ダムによる利水上の利益を受けないこ

とを認めるに足りる証拠はなく，また，都が八ッ場ダムによる治水上の利益

を受けることがないとはいえないことは前記(2)イのとおりであるから，原

告らの主張はいずれも採用できず，他に水特法負担金及び基金負担金の支出

が違法であることを窺わせる証拠はない。

(4) 一般会計繰出金について

原告らが繰出金の支出命令の違法性を主張する前提としているのは，要す

るに，都が八ッ場ダムにより利水上の利益を受けないことであるところ，前

記(3)のとおり，都が八ッ場ダムによる利水上の利益を受けないことを認め

るに足りる証拠はないのであるから，その余の点について検討するまでもな

く，原告らの主張は採用できない。

(5) まとめ

以上によれば，本件各負担金の支出又は支出命令は，いずれも違法である

とはいえない。

第４ 結論

以上によれば，本件訴えのうち，被告水道局長が国土交通大臣に対し八ッ場

ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることの確

認を求める部分，被告知事に対し，被告課長らに負担金及び繰出金の支出命令
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をさせないことを求める部分，並びに被告水道局長及び被告課長らに対し，平

成２０年１１月２５日までにされた本件各負担金の支出又は支出命令の差止め

を求める部分は，いずれも不適法であるから却下し，原告らのその余の請求は

いずれも理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事

件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６５条１項本文を適用して，主文のとおり

判決する。

東京地方裁判所民事第３部

裁判長裁判官 定 塚 誠

裁判官 中 山 雅 之

裁判官佐々木健二は差し支えにより署名押印することができない。

裁判長裁判官 定 塚 誠


